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位 置 

私たちの青森県は、本州の最北端にあ

り岩手県・秋田県と隣りあっています。 
この位置を緯度と経度でみると、北緯

40 度 12 分（田子町）から 41 度 33 分

（大間町）、東経 139 度 30 分（深浦町）

から 141 度 41 分（階上町）の間にあり、

ニューヨーク（アメリカ）、ローマ（イタ

リア）とほぼ同じ緯度に位置していま

す。 
 
 

面 積 

青森県の面積は、9,6445.64km2で全国

第 8 位の広さです。この面積は、ほぼ東

京都と千葉県、神奈川県を合わせた広さ

に相当します。また、県の面積の 65.6％
を森林が占めています。 
 

 

人 口 

青森県の人口は、平成 27 年 10 月 1 日

現在（国勢調査）、1,308,265 人で、全国

で第 31 位、東北六県では宮城県、福島県

についで第 3 位となっています。 
 

 

気 候 

青森県の気候は、その位置から冷涼型

の気候に属します。 
県内でも、中央部に位置する奥羽山脈

により気候が著しく変わり、冬は湿った

空気が山脈にぶつかり津軽地方に雪を降

らせる一方、夏は偏東風（通称やませ）

のため、太平洋側で低湿の日が多くなる

ときがあります。 
季節の移り変わりがはっきりして、ど

の季節も自然が美しいのが特徴です。 
 

 
 
  

1,023,119

1,123,891

1,279,594

1,308,265

1,914,039

2,333,899宮城県 

岩手県 

山形県 

青森県 

秋田県 

福島県 

 

 

 

青森県のすがた 

東北六県の人口（H27.10.1 国政調査） 

表紙の写真は、新青森県総合運動公園陸上競技場です。延べ床面積は約 31,500 ㎡で、20,809 人の観客を収容出来る施設となり、

令和元年 9 月 1 日に完成式典が開催されました。青森県内唯一の第 1 種公認陸上競技場であり、周囲の山並みと一体となったラン

ドスケープを形成するオープンスタジアムです。メインスタンドとコンコースにかかる大屋根は、山々の樹木が連続した様に感じ

られ、周囲の自然と連続した風景を作り出しています。 
県では 6 月 1 日を『景観の日』に制定しており、県の取組を周知するためポスター及びチラシ等を作成しています。裏表紙の水

彩画は、県内の優れた景観資源を題材として著名な画家である張山田鶴子氏に作成を依頼し、ポスターやチラシ等に掲載したもの

となります。 
令和 3 年度は、平川市の猿賀神社にある蓮の花が描かれています。 
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都市は、大勢の人が集まり、働き、学び、生活する場所です。皆が快適で機能的な生活を営むために

は、土地の使い方や建物の建て方に共通のルールを定め、それをお互いに守っていかなければなりませ

ん。 
都市で生活し、生産活動を行うためには、道路や公園、下水道など、まちの機能を維持するための公

共施設が必要です。土地利用や道路などの各種都市施設は、人口やまちの将来像、周囲の都市との関係

などを考えて、あらかじめ計画を立て、それに従って整備していく必要があります。さらに、新しいま

ちをつくったり、都市基盤整備の遅れている市街地の再開発を行うことも必要です。 
このようなまちづくりのルールを定め、個々のまちにあった計画を立て、実行していくのが都市計画

なのです。 
これまでの都市計画は、高度経済成長期の様々な都市問題に対処するため、国をはじめとする行政が

主体となり進められてきました。地方分権が推進され、地域の特性を活かした個性ある豊かなまちづく

りが可能となった今、住民と市町村が協力して、共通意識（都市の将来像）を持ったまちづくり（都市

計画）が求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画による 

ま ち づ く り の 

イ メ ー ジ 

＜都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。最終改正：令和 2 年 6 月 10 日）＞ 

■目的 

［第 1 条］ 

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

■都市計画の基本理念 

［第 2 条］ 

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのため

には適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。 

■国、地方公共団体及び住民の責務 

［第 3 条］ 

国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 

2）都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければな

らない。 

3）国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。 

 

・工場の横に住宅 

・高い建物が混在 

・ 田んぼが点在 

・無秩序な開発 

・ 道路が狭い 

・下水道がない 

・ 公園がない 

 

・住宅､店舗､工場等との区分け 

・農地調整 

・市街化区域･市街化調整区域の

線引き 

・広い道路 

・快適な公園 

・区画整理の実施 

～まちづくりのルール～ 都市計画  1-1 
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まちづくりへの市民のかかわり・・・協力と役割分担 

役所中心のまちづくりから市民主役のまちづくりへの過渡期を迎えています。これからのまちづくりは、役

所と市民、双方が協力しあい役割を分担しなければなりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このイラストは福士恵美さん（青森市出身）が作成されたもので、まちづくりがわかる本－浦安のまちを読む（浦安まちブックをつくる会

編著、彰国社刊）に掲載されているものです。 
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都市計画は、市町村の行政区域にとらわれることなく、実質的に一体の都市として、総合的に整備・開

発・保全する必要がある 区域を対象として、都道府県と市町村が役割を分担して立てる計画です。しか

し、「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」を図るため、国や地方の都市行政に関する総合的な法律に

基づく計画（上位計画など）に適合する必要があります。 
国土形成計画（全国計画）、広域地方計画、青森県基本計画、国土利用計画、土地利用基本計画、などの

上位計画との整合性を図り、農地・森林関係などの法律、他の分野の広域・長期計画と調整しつつ進める必

要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆国土形成計画法：第２次国土形成計画（全国計画 H27）、東北圏広域地方計画（H28) 

◆園土利用計画法：第５次国土利用計画（H27) 

◆青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦（H30) 

◆第５次青森県国土利用計画（H29) 

◆青森県土地利用基本計画 

◆国土計画・地方計画に関する法律に基づく計画 

◆道路・河川・鉄道・港湾・空港等の施設に関する国の計画 

これらの計画に適合する必要があります。 

土 地 基 本 法 

国 土 形 成 計 画 法 

国 土 利 用 計 画 法 

多 極 分 散 型 国 土 形 成 促 進 法 

地方拠点都市地域の整備及び産業業務 

施設の再配置の促進に関する法律 

山 村 振 興 法 

農 村 地 域 工 業 等 導 入 促 進 法 

そ の 他 

環 境 基 本 法 

環 境 影 響 評 価 法 

中心市街地の活性化に関する法律 

大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 

土地収用法 

公有地の拡大の推進に関する法律 

中心市街地における市街地の藍備改普及び商業等の活性化の一体的

推進に関する法律 

農地法、農業振興地域の整備に関する法律 

森林法、自然公園法、自然環境保全法 

農村地域工業等導入促進法 

地方税法 

租税特別措置法 

都市開発資金の貸付に関する法律 

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進

臨時措置法 
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都市計画は、市町村の行政区域にとらわれることなく、実質的に一体の都市として、総合的に整備・開

発・保全する必要がある 区域を対象として、都道府県と市町村が役割を分担して立てる計画です。しか

し、「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」を図るため、国や地方の都市行政に関する総合的な法律に

基づく計画（上位計画など）に適合する必要があります。 
国土形成計画（全国計画）、広域地方計画、青森県基本計画、国土利用計画、土地利用基本計画、などの

上位計画との整合性を図り、農地・森林関係などの法律、他の分野の広域・長期計画と調整しつつ進める必

要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆国土形成計画法：第２次国土形成計画（全国計画 H27）、東北圏広域地方計画（H28) 
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◆道路・河川・鉄道・港湾・空港等の施設に関する国の計画 

これらの計画に適合する必要があります。 
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都市計画は、市町村の行政区域にとらわれることなく、実質的に一体の都市として、総合的に整備・開

発・保全する必要がある 区域を対象として、都道府県と市町村が役割を分担して立てる計画です。しか

し、「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」を図るため、国や地方の都市行政に関する総合的な法律に

基づく計画（上位計画など）に適合する必要があります。 
国土形成計画（全国計画）、広域地方計画、青森県基本計画、国土利用計画、土地利用基本計画、などの

上位計画との整合性を図り、農地・森林関係などの法律、他の分野の広域・長期計画と調整しつつ進める必

要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆国土形成計画法：第２次国土形成計画（全国計画 H27）、東北圏広域地方計画（H28) 

◆園土利用計画法：第５次国土利用計画（H27) 

◆青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦（H30) 

◆第５次青森県国土利用計画（H29) 

◆青森県土地利用基本計画 

◆国土計画・地方計画に関する法律に基づく計画 

◆道路・河川・鉄道・港湾・空港等の施設に関する国の計画 

これらの計画に適合する必要があります。 
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◆青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦（平成 31 年 3 月策定） 

県では、2004（平成 16）年 12 月の「生活創造推進プラン」の策定以来、「青森県基本計画未来への挑戦」

(2008(平成 20)年 12 月策定)、「青森県基本計画未来を変える挑戦」(2013（平成 25）年 12 月策定）に基づ

き、「生活創造社会」の実現に向け、県民一人ひとりの豊かな生活を支える経済的な基盤となる「生業（なり

わい）」づくりを進めてきました。 
これまでの取組により、本県の強みである農林水産分野や観光分野は成長を続け、「経済を回す」仕組みづ

くりが着実に成果をあげるとともに、課題である県民の健康づくりなどについても、明るい兆しが見えてきて

います。 
一方、本県を取り巻く社会経済環境は、人口減少と少子化、高齢化の一層の進行、労働力不足、将来訪れる

超高齢化時代、グローバル化の更なる進展など、大きく変化しています。 
特に、ＡＩやＩｏＴ等の第 4 次産業革命は、産業構造や雇用環境の転換に加え、私たちの暮らしや生き方、

働き方にも劇的な変化を及ぼすことが予想されます。 
この計画では、まさに時代の転換点とも言える急激な環境変化に対応していくため、本県の「多様性」と

「可能性」を示しながら、人口が減少しても安心して暮らせる、持続可能な青森県づくりをめざします。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森県企画政策部企画調整課基本計画推進グループ・・・017-734-8029 お問い合わせ 

2030 年のめざす姿としての「生活創造社会」 めざす姿（青森ブランド）の具体像 

取組の重点化～人口減少克服に向けて～ ＳＤＧｓの理念を踏まえた施策展開 
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都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保すべき区域をいい、市町村の

行政区域にとらわれることなく、人口、就業者数などの一定の要件を満たす市町村の中心市街地を含

み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を考慮して、実質的に一体

の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を県が指定します。本県では、昭和 4 年 7
月に青森市の一部が都市計画区域の指定を受けたのをはじめ、24 都市計画区域（10 市 16 町 2 村）が指

定されています。 
また、準都市計画区域とは、一体の都市として積極的な整備、開発を行う必要はないが、積極的な土

地利用規制が必要な区域であり、平成 12 年 5 月の都市計画法改正により新たに設けられた制度です。本

県では、青森市において 1 区域が指定されています。 
 
■都市計画区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■都市計画区域の面積と人口 

 

●都市計画区域面積          ●都市計画区域人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市計画区域面積は、令和 3 年 9 月末現在。人

口は、国勢調査（H27）による。 

24.6%(236,897) 

2.0%(19,486) 
7.6%(73,632) 

14.9% 

(143,779) 

75.4% 

(727,668) 

青森県の面積 

964,565 

(単位)ha 

45.8% 

(598.7) 

85.6% 

(1,120.0)

 

8.4% 

(110.3) 

31.4% 

(411.0) 

14.4% 

(188.3) 

青森県の人口 

1,308.3 

(単位)千人 

都市計画区域  1-3 ～24 都市計画区域・10 市 16 町 2 村～ 
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青森県の都市計画の歴史 

 
本県は、藩政時代、津軽藩（弘前）と南部藩の一

部（八戸）に分かれており、それぞれ城下町として

中心的機能を持って発展していました。 

明治に入り、廃藩置県により青森県となり、県庁

を青森市に置き政治経済の中心が青森市となりまし

た。明治 24 年には東北本線、同 27 年奥羽本線が開

通し、青森、弘前、八戸を中心とした地域の発展が

なされました。 

その後、昭和 4 年 7 月に青森市の一部が都市計画

区域の指定を受けたのをはじめ、戦前 9 市町村が旧

都市計画法の適用を受け、都市基盤整備を進めてい

きました。 

昭和 20 年 7 月、終戦直前の空襲により、青森市

は市街地中心部の殆どが焼失し、その後、戦災復興

事業を実施しました。 

 戦後、都市への人口集中が顕著となり、高度経済

成長時代に入り、昭和 39 年に八戸地区が「新産業

都市」として指定を受けたほか、昭和 41 年の「津 

軽地域総合開発計画」の策定などにより、工業誘致

及び宅地化が進められました。 

一方、市街地の無秩序な外延化が問題となり、新

都市計画法に基づき昭和 46 年には青森、弘前広

域、八戸都市計画区域の区域区分を定めたほか、昭

和 53 年にはむつ小川原地域の工業開発進展に伴い

六ヶ所都市計画区域の区域区分を定めました。 

現在では、区域区分を定めない都市計画区域もあ

わせて 24 都市計画区域（10 市 16 町 2 村）が指定

されています。 

都市を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化の

急速な進行や、地球環境問題の深刻化などにより大

きく変化しており、市街地の空洞化やスポンジ化な

ど課題が生じています。こうした厳しい社会環境下

において、コンパクトなまちづくりを進め、将来に

わたって持続可能な都市づくりを実現していくこと

が求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図書館通り(3·4･9 号 図書館通り新町線)

沿いの焼け跡（青森市） 

青森空襲(昭和 20 年 7 月 28 日) 

わずか 1 時間 11 分の空襲で 

市街地の 88%が焼失しました。 

現在の図書館通り 

街路事業、公園事業等で 

整備されています。 
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都市づくりの進め方は、人口増加や産業振興などに対応した行政主導による基盤整備重視の取り組みから、

住民と行政の協同による地域の状況を十分に反映した取り組みに変わりつつあります。 
また、平成 11 年 7 月に制定された地方分権一括法により、都市計画制度の運用が地方公共団体の自治事務

として位置づけられることや、平成 12 年 5 月に改正された都市計画法により、地域の実情に応じた都市づく

りが行えるよう制度の拡充が行われたこととなど地域が主体となった都市づくりが求められており、県では、

長期間にわたり普遍性を有する都市づくりの基本理念として、『青森県都市計画基本方針』を平成 14 年 9 月に

定めました。 
その後、人口減少、超高齢化社会への対応や市町村合併に伴う新たな都市づくりの方針を定めるため、平成

22 年 6 月に改定を行なっております。 
 

青森県都市計画マスタープランの構成 

「青森県都市計画マスタープラン」は、「青森県都市計画基本方針」、「圏域別計画」、都市計画区域ごとの

「都市計画区域マスタープラン（整備、開発及び保全の方針）」で構成されます。 
「青森県都市計画基本方針」は「青森県都市計画マスタープラン」の一部となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県土全体の都市計画に関する考え方のベース（基盤）となるものであり、

本県の 社会経済情勢や都市における課題、青森県基本計画などを踏まえ、

長期間にわたり普遍性を有する都市づくりの基本的な考え方を示すもので

す。 

基本方針を踏まえ、県内 6 圏域ごとに市町村の連携など圏域内のマネジ

メントにおける考え方や、広域な視点での土地利用、都市施設及び自然的

環境に関する方針を示すものです。 

6 圏域は、東青・中南・三八・西北・上北・下北となっています。 

都市計画法に基づく方針であり、基本方針や圏域別計画を踏まえ、個別

の都市計画区域における都市計画の目標や具体の都市計画に関する決定の

方針などを示すものです。 

24 の都市計画区域マスタープラン 

圏 域 別 計 画 

（平成 22 年 6 月改訂） 

青森県都市計画基本方針 

（平成 22 年 6 月改訂） 

〇〇都市計画区域マスタープラン 

青森県都市計画マスタープラン 
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コンパクトな都市づくり 

コンパクトな都市とは、単に市街地を縮めるという形態

的概念ではなく、まちなかに商業・業務・住居などの都市

機能を集めた都市のことです。  

 このような都市づくりによって、市街地と農地などの郊

外の環境が将来にわたって良好な状態に保たれ、歴史的・

文化的資源が保全され、持続的な経済活動も安定します。 

このように持続可能な都市づくりに貢献することから、

原則として、新たな市街地の拡大は行わないコンパクトな

都市づくりを進めます。 

優良な農地や身近な自然・緑地の保全 

市街地の周囲に広がる比較的大規模にまとまった優良農

地は、本県の農林水産業の発展に欠かせない重要な資源で

す。また、身近な里山や自然環境は、心にうるおいを与

え、郷愁誘う農村景観を形成するなど、住民にとってかけ

がえのない存在です。  

 「農林漁業との健全な調和を図る」という都市計画の基

本理念に基づき、現在ある優良な農地や身近な自然・緑地

を保全する都市づくりを進めます。 
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都市づくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)産業・雇用の創出・拡大 
●優良な農地の保全 ●産業活動を支援する広域・高速交通網の整備 

●産業用地需要の既存市街地内への誘導と、既存市街地外への立地が必要な場合の周辺環境の考慮 

(2)中心市街地の活性化 
●賑わいを創出する多様な都市機能の回帰・集積 ●幅広い世代のまちなか居住 

●歴史などをいかしたまち並み創出 ●回遊性と快適性の高い歩行空間の形成 

に
ぎ
わ
い
と 

活
力
の
あ
る
都
市
づ
く
り 

 

方針１ 

 

(3)農山漁村部の活性化 
●都市と農山漁村部の交流の推進 ●基礎的な生活基盤施設の整備 

●帰農者用住宅や二地域居住の場などの土地利用の推進 

(1)生活機能の充実 
●利用利便性を考慮した日常生活施設の立地誘導 ●公共交通機能の充実と各集落や都市を結ぶ生活道路の整備 

●ユニバーサルデザインを取り入れた都市基盤の整備 

●冬期間の安全な生活空間づくり ●身近に自然を感じられるうるおいのある市街地の形成 

安
心
し
て
住
み
続
け

ら
れ
る
都
市
づ
く
り 

 

方針２ 

 

(2)安全・安心の確保 
●軟弱地盤地域などへの市街地の抑制 ●河川や下水道の整備と森林・農地・河川空間などの保全 

●建物の不燃化・耐震化の促進、災害に配慮した都市基盤の整備 

●コミュニティの醸成などによる犯罪が発生しにくいまちづくりの推進 

(1)自然環境の保全 
●良好な自然に悪影響を及ぼす無秩序な開発の抑制 ●下水道などの整備や廃棄物の適正処理 

(2)地球環境問題への対応 
●公共交通の充実と交通結節機能の整備 ●交通需要マネジメントの実践 

●市街地内や周辺での水と緑のネットワークの形成 ●未利用エネルギーの活用 

環
境
と
共
生
す
る 

美
し
い
都
市
づ
く
り 

方針３ 

 

(3)景観の保全・創出 
●伝統的なまち並みや特色ある景観の保全･創出 ●沿道の土地利用や施設立地など適切な規制･誘導 

●魅力的なまち並み景観の創出 

(1)多様な主体の協働 
●多様な広報手段を用いた情報提供 ●住民と行政が協働で取り組める仕組みの形成 

●多様な主体による施策提案や協働の支援 ●多様な主体による広域的な連携や交流の推進 協
働
で
育
む 

都
市
づ
く
り 

 

方針４ 

 

(2)人財の育成 
●まちづくりを担う地域に根ざした人財の継続な育成 ●子どもたちを対象としたまちづくり学習機会の提供 

●地域のまちづくり活動の担い手間のネットワーク拡大 
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目標とする都市像 

 

都市の将来像を考えた場合、同じ目的を達成するにあたっても、その規模などにより注目すべき観点や講じる

施策が異なってくることから、以下のとおり３つの都市像を示すこととしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中規模都市の市街地において

は、地域の生活中心地として、利便

性に優れた多様な機能をまちなか

へ集積します。さらに地域固有の

歴史や伝統、文化などアイデンテ

ィティに支えられた、住民が誇り

と愛着の持てる市街地の形成をめ

ざします。 

大規模都市の市街地において

は、高次な都市機能の集積ととも

に、歩いて暮せるまちづくりを進

めます。中心市街地におけるまち

なか居住の推進、公共交通の充実、

自転車を利用しやすい環境整備な

どにより、環境負荷の小さい効率

的で利便性の高いコンパクトな市

街地の形成をめざします。 

大規模都市 
（１０万人以上の都市） 

中規模都市 
（５万人規模の都市） 

小規模都市の市街地において

は、日常生活に必要な機能が維持

され、ゆとりある暮らしやすい市

街地の形成をめざします。また、高

齢者も安心して生活できる環境づ

くりのため、路線バスや集落をつ

なぐコミュニティバスなど、基礎

的な交通の維持・確保をめざしま

す。 

小規模都市 
（３万人以下の都市） 
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実現にむけた方策 

 

「生活創造社会の実現に向けた持続可能な都市」を実現するためには、「1.都市計画制度の運用方針」、「2.景観

づくりの方策」、「3.協働で育む都市づくり」により、幅広い分野が連携した総合的・一体的な取組みを進めま

す。 
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魅力あるまちづくりを進めていくためには、都市全体を将来どのようにしていきたいかを具体的に構想し、そ

れを実現するために土地利用の規制・誘導、都市施設などを計画的に行うことが重要です。 
このため、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「市町村の都市計画に関する基本的な方針」が

大きな役割を担っています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域（県の）マスタープラン） 

それぞれの都市計画区域に「整備、開発及び保全の方針」を県が定めます。 
この方針は、都市計画区域全体を対象とし、都市計画の目標・区域区分の有無・土地利用、都市施設の整備

の方針などを定め、用途地域や都市施設などの都市計画はこの方針に基づいて定められることになります。 
なお、本県では、平成 13 年 5 月時点において、青森、弘前広域、八戸、六ケ所の 4 都市計画区域で改正法

以前の都市計画法の規定に基づく、「市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針」が定めら

れていましたが、都市計画法改正を受け、これら 4 区域を含むすべての区域（24 都市計画区域）で整備、開

発及び保全の方針を定めています。 

 

市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村のマスタープラン） 

この方針は都市計画区域を有する全ての市町村でその策定が義務付けられており、住民にもっとも近い立場

である市町村が創意工夫の基、住民の意見を反映させてまちづくりの将来ビジョンを定めるものです。 
 

■市町村の都市計画に関する基本的な方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画

区域名 
市町村名 公表年月日 

都市計画

区域名 
市町村名 公表年月日 

青森 青森市 H11.6 蟹田 
外ヶ浜町 
(旧蟹田町) 

H9.3 

弘前広域 

弘前市 H27.3 つがる つがる市 H22.3 

藤崎町 H22.3 浪岡 
青森市 

(旧浪岡町) 
H15.3 

大鰐町 H27.12 鶴田 鶴田町 H21.3 

平川市 H22.3 野辺地 野辺地町 H9.5 

田舎館村 H23.3 七戸 七戸町 R2.8 

八戸 八戸市 H30.3 東北 東北町 H22.3 

おいらせ おいらせ町 H29.11 三戸 南部町 H15.3 

十和田 十和田市 H23.3 階上 階上町 H15.3 

三沢 三沢市 H23.3 鰺ヶ沢 鰺ヶ沢町 H9.3 

むつ むつ市 H29.4 五所川原 五所川原市 H25.3 

六ヶ所 六ヶ所村 H20.4 黒石 黒石市 H22.9 

土地利用に関する計画 

都市施設に関する計画 

市街地開発事業に関する計画 

地区計画等 

市街化区域及び市街化調整区域、地域地区など、土地

利用について規制・誘導するための計画です。 

道路、公園、下水道など都市にとって必要な施設につ

いて定める計画です。 

土地区画整理事業、市街地再開発事業などの事業につ

いて規制・誘導するための計画です。 

地区ごとの特性に応じて

定める詳細計画です。 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

市町村の都市計画に関する基本的な方針 

八戸市のマスタープラン 

（令和 3 年 3 月末現在） 

青森県都市計画の基本方針  2-2 
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1 

◆広域緑地計画・緑の基本計画 
私たちのふるさと青森県は、十和田湖、奥入瀬渓流八甲田山を抱える十和田八幡平国立公園や津軽平野にそ

びえる秀峰岩木山などの優れた自然に恵まれています。また、世界自然遺産に登録された白神山地など原生的

な自然が残されています。私たちはこの自然からおいしい空気や水、そして豊かな農林水産物などの恩恵を受

け、環境との調和を図りながらまちづくりを進めてきました。 
近年では、価値観の多様化とともに心の豊かさが重視され、豊かさを実感できる生活環境の形成が求められ

ていることから、人々の暮らす都市における緑地の重要性が増しています。 
また、大規模災害時には、適正に植栽された公園などの緑地が避難地や避難路、延焼遮断帯として機能し、

災害に強い都市構造の形成に寄与することが、改めて認識されています。 
すばらしい自然とその恩恵を、青森県の未来を担う子どもた

ちに伝えていくことは、私たちに課せられた大きな責務である

と共に、緑豊かで快適な都市環境の創造も大きな課題です。 
このような背景と「都市緑地法」の改正もあり、市町村が主

体となる「緑の基本計画」の策定を進めるとともに、県では、

市町村の範囲を超える広域的な緑地の配置、骨格となる緑地な

どについての方針をまとめた「広域緑地計画」を策定していま

す。これらの計画が、今後の緑地に関する行政指針となり、県

民の緑地に対する理解が形成され、緑豊かで快適な都市環境を

創造し、守り、育てることに寄与するものと考えられます。 
本県の場合、平成 10 年度に「豊かなみどりでつづる青い森

計画」（広域緑地計画）を策定し、また、現在、8 市町が緑の基

本計画を策定しています。 
 

●豊かなみどりでつづる青い森計画（青森県広域緑地計画）…総合的な緑化へ 

みどりの保全・創造・育成及びネットワークの形成に関する 4 つの基本方針を

定め、みどり豊かなまちづくりをめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑の基本計画 

 都市計画 

区 域 名 
市町村名 公表年月 

青 森 青 森 市 Ｈ 2 8 . 3 

弘前広域 弘 前 市 Ｈ 1 1 . 1 

八 戸 八 戸 市 Ｈ 1 6 . 5 

五所川原 五所川原市 Ｈ 1 0 . 3 

十 和 田 十 和 田 市 Ｈ 1 0 . 3 

板 柳 板 柳 町 Ｈ 8 . 7 

三 戸 南 部 町 Ｈ 1 0 . 3 

む つ む つ 市 Ｈ 3 0 . 4 

4 

「都市の活カや魅力的な生活の創造」 

テーマ／次世代へ贈る質の高い｢みどり｣の創造 

｢まちづくりの主体形成と協働の取り組み｣  

テーマ／パートナーシップによる｢みどり｣の育成 
豊かなみどりでつづる青い森計画 

（青森県広域緑地計画） 

青い森公園（青森市） 

＜都市緑地法(昭和 48 年法律第 72 号)＞ 

■目的 

第 1 条 

この法律は、都市における録地の保全及び緑化の推進に関して必要

な事項を定めることにより、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)その

他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良

好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に

寄与することを目的とする。 
都市緑地法第 4 条により市町村は、当該市町村の緑地の保全及び

緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）を定めることができ

ます。基本計画においては以下の事項を定めることとしています。

（③④は必要に応じて定める） 

①緑地の保全及び緑化の目標 

②緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 

③都市公園の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針 

④特別緑地保全地区及び緑化地域等に関する事項 

（令和 3 年 3 月末現在） 

｢景観向上･防災等のためのネットワークの形成｣ 

テーマ／かけがえのない｢みどり｣のネットワークの形成 

豆知識 

2-2 青森県都市計画の基本方針 

3 

「自然環境や都市景観の保全」 

テーマ／先人から受け継いだ貴重で優れた｢みどり｣の保全 

2 

基本方針 

基本方針 基本方針 

基本方針 

第
２
章 

都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？ 

緑  の 

基本計画 

12

第
２
章
　
都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？



13

都市計画はまちづくりの根幹となる、土地利用に関する計画、都市施設の整備に関する計画、市街地開発事

業に関する計画の 3 本の柱で構成され、さらに地区計画等の地区レベルの詳細な計画を加え、都市の健全な発

展と秩序ある整備を図るため必要なものを一体的総合的に定めます。

区域区分 

市街地再開発促進区域 

土地区画整理促進区域 

住宅街区整備促進区域 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 

新住宅市街地開発事業の予定区域 

工業団地造成事業の予定区域 

新都市基盤整備事業の予定区域 

区域の面積が 20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域 

一団地の官公庁施設の予定区域 

流通業務団地の予定区域 

：青森県において決定されているものを示しています。（令和 3 年 3 月末現在） 

注）これらの内容は都市計置区域に定めることが可能なものを示しています。 

準都市計画区域には､用途地域､特定用途制限地域､風致地区等の建築物の用途制限や景観の維持に係るものに限り定めることができます。 

都

市

計

画

土
地
利
用

地域地区 

促進区域 

遊休土地転換 

利用促進地区 

被災市街地 

復興推進地域 
都
市
施
設

市
街
地
開
発
事
業

市街地開発 

事業 

市街地開発

事業等予定

区域 

地区計画等 

準都市計画区域 

都市計画の種類 2-3 

道路､都市高速鉄道､駐車場､自動車ターミナル､ 

その他の交通施設 

公園､緑地､広場､墓園､その他の公共空地 

水道､電気供給施設､ガス供給施設､下水道､ 

汚物処理場､ごみ焼却場 

その他の供給施設又は処理施設 

河川､運河､その他の水路 

学校､図書館､研究施設､その他の教育文化施設 

病院､保育所､その他の医療施設又は社会福祉施設 

市場､と畜場､火葬場 

一団地の住宅施設 

一団地の官公庁施設 

流通業務団地 

電気通信事業の用に供する施設､防風､防火､ 

防水､防雪､防砂､防潮の施設 

用途地域 

特別用途地区 

特定用途制限地域 

高層住居誘導地区 

高度地区 高度利用地区 

特定街区 

防火地域 準防火地域 

景観地区 

風致地区 

駐車場整備地区 

臨港地区 

歴史的風土特別保存地区 

第 1 種歴史的風土保存地区 第 2 種歴史的風土保存地区 

緑地保全地域 

特別緑地保全地区 

緑化地域 

流通業務地区 

生産緑地地区 

伝統的建築物群保存地区 

航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区 

用途地域 

特別用途地区 

特定用途制限地域 

高度地区 

景観地区 

風致地区 

緑地保全地域 

伝統的建造物群保存地区 

土地区画整理事業 

新住宅市街地開発事業 

工業団地造成事業 

市街地再開発事業 

新都市基盤整備事業 

住宅街区整備事業 

地区計画 

防災街区整備地区計画 

歴史的風致維持向上地区計画 

沿道地区計画 

集落地区計画 

市街化区域 

市街化調整区域 

第 1 種低層住居専用地域 

第 2 種低層住居専用地域 

第 1 種中高層住居専用地域 

第 2 種中高層住居専用地域 

第 1 種住居地域 

第 2 種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 

2-3 都市計画の種類

第
２
章

都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？

第
２
章
　
都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？

13



 
14 

 

 

①区域区分（市街化区域・市街化調整区域） 

都市計画区域を、市街化区域と市街化を抑える市街化調整区域に区分することを、一般に「線引き」といい

ます。この「線引き」は全ての都市計画区域に設定されておりませんが、都市の秩序ある発展のために重要な

役割を持っています。 
本県では、昭和 46 年に青森、弘前広域、八戸の都市計画区域を 3 市 7 町 1 村で最初の線引きが行われ、そ

の後昭和 54 年に六ヶ所都市計画区域で線引きされ、現在、市街化区域 19,790ha、市街化調整区域 76,617ha
が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【市街化区域のイメージ】 【市街化調整区域のイメージ】 

土地利用の計画  2-4 

2-4 土地利用の計画 
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②地域地区

地域地区 内 容 
県内の決定状況 

(令和 3 年 9 月末現在) 

用 途 地 域 

地域地区の中でも基本となるもので地域の性格を明確にした上で、住居系、商業系、工業系の

各用途による建築物の規制及び誘導を行い、居住環境の保護や商工業等の都市機能の維持、増

進を図り、都市のあるべき土地利用を実現するために定められます。 

24 都市計画区域 

(10 市 16 町 2 村) 

特 別 用 途 

地 区 

用途地域を補完しながら地域の特性を活かし、土地利用の増進、環境の保護等を図るものです。

制限の緩和及び規制の内容は建築基準法に基づき地方公共団体の条例で定めます。 

弘前市､青森市､八戸市､

三沢市､十和田市､五所

川原市､むつ市 

特 定 用 途 

制 限 地 域 

用途地域の定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く）内において、その良好な環

境の形成又は保持のため当該区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべ

き特定の建築物等の用途の概要を定めるものです。建築物の用途の制限は、建築基準法に基づ

き地方公共団体の条例に定めることができます。 

むつ市、おいらせ町 

高 度 地 区 
市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため建築物の高さの最高限度又は最低限度

を定めるものです。 
八戸市 

高 度 利 用 

地 区 

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積

率の最高限度又は最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最高限度並びに壁面の位置の制

限を定めます。市街地再開発事業や住宅街区整備事業の施行区域には、この地区の指定が必要

となります。 

青森市､弘前市､八戸市 

特 定 街 区 

市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区であり、地区内には容積率、

建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限が都市計画で特別に定められ、用途地域内での

容積率、建ぺい率、高さ、斜線制限等の一般的な制限は全て適用されなくなります。 

－ 

居 住 調 整 

地 域 

立地適正化計画を定めた市町村において、住宅地化を抑制すべき区域として、居住誘導区域以

外の区域で定めるものです。（なお、市街化調整区域に定めることはできません） 
むつ市 

防 火 地 域 
市街地における火災の危険を防除するために定めるもので建築物の構造等の規制により都市の

不燃化を図るもので、建築基準法により必要な建築制限がなされます。 

青森市､弘前市､八戸市 

準防火地域 
8 市(つがる市､平川市を

除く)､おいらせ町 

景 観 地 区 
都市の特性に応じ建築物の配置・構造・意匠等が市街地における道路、公園等の公共施設等と

調和と均斉のとれた地区とするために定めるものです。 
－ 

風 致 地 区 

都市の風致を維持するために定める地区で、制限の内容は政令で定める基準の範囲内で都道府

県、市町村の条例で定めることとされており、都市環境を維持し、都市内の自然を保護するた

めに、建築物等の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為を都道府県知事、市町村長の許

可により、制限することとしています。 

－ 

駐 車 場 

整 備 地 区 

駐車場法に基づき、商業地域又は近隣商業地域若しくはその周辺の地域において、自動車交通

が著しい地区で道路としての機能を保ち円滑な交通の流れを確保する必要のある区域について

定めます。地区内では駐車場法に基づいた条例により一定の規模以上の建築物の新築及び増築

に対して駐車場の設置を義務付けています。（附置義務条例） 

青森市､弘前市 

緑 地 保 全 

地 域 

都市近郊の緑地の保全を図るため、一定の土地利用との調和を図りつつ、適正な保全を図る地

域として定められます。緑地保全地域が定められるときは、県が緑地保全計画を策定し、緑地

保全地域内における行為の規制の基準を定めなければなりません。 

－ 

特 別 緑 地 

保 全 地 区 

都市計画区域内の枢要な緑地について、建築物に新築、木竹の伐採等の行為を許可制にすると

ともに、損失補償や土地の買い入れ等により、その良好な自然環境を現況凍結的に保全するた

めに定めます。 

－ 

緑 化 地 域 

用途地域が定められている区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物

の敷地内において緑化を推進すべき区域について、緑化施設の面積の敷地面積に対する割合（緑

化率）の最低限度を定めることができます。 

－ 

流 通 業 務 

地 区 

流通業務市街地の整備に関する法律に基づき、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るた

めに定める地区で、流通機能の機能上必要な施設以外の施設の建設は禁止されます。 
－ 

生 産 緑 地 

地 区 

生産緑地法に基づき、市街化区域内において、農林漁業と調和した都市環境の保全などの生活

環境の確保に相当の効用があり、かつ、各種公共公益施設のための多目的保留地としての機能

を持つ優れた農地等を都市計画上、地域地区として位置付けて計画的に保全するものです。 

－ 

歴 史 的 

建 造 物 群 

保 存 地 区 

文化財保護法に基づき、古都や城下町等の伝統ある街並み及びこれと一体となってその価値を

形成している環境を保全するために定める地区です。 
弘前市､黒石市 

仲町伝統的建造物群保存地区(弘前市) 【高度利用地区】青森市駅前(青森市) 

2-4 土地利用の計画
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豆 知 識 

③臨港地区 

 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地域地区です。その対象地域については、港湾施設のほか、海

事関係官公署、臨海工場等、港湾を管理運営する上で必要な施設が立地する地域及び将来これらの施設のため

に併せられる地域として、港湾法に基づき、必要な土地利用規制が課せられる地域です。 
こうした地域の性格を反映して、臨港地区においては、都市の一般市街地における土地利用規制と港湾機能

の維持増進のための土地利用規制が重層的に適用される場合があり、港湾機能と都市機能の調和の観点から、

両者の規制が十分調整される必要があります。 
また、港湾管理者が分区条例等により建築物等の規制を行う場合は、用途地域、特別用途地区等の用途規制

は適用除外となります。なお、本県では、青森市、八戸市、むつ市、平内町、野辺地町、六ヶ所村で臨港地区

を定めています。 
 

 

「港湾計画」とは 

「港湾計画」とは、一定の水域と陸域からなる港湾という空間について、これを計画的に開発、整備し、また適正か

つ効率的に管理、運営、保全するために、港湾管理者が定めた長期的な指針になる基本的な計画です。また、港湾にお

ける港湾管理者以外の者の行為について、港湾管理者が、規制・誘導などをする場合の指針（判断基準）ともなりま

す。 

本県では、令和 3 年 4 月末現在、青森港、八戸港、むつ小川原港の３港について策定しています。 

 

〇青森港は、青森市の中心市街地に隣接した都市港湾であり、本州と北海道を結フェリー基地として、また、津軽地域

を背後圏とした生活関連物資の流通港湾としての役割を果たしています。活力あふれる社会を維持していくため、利

用しやすい高質な流通空間、潤い豊かなウォーターフロント空間など、人、もの、情報が行き交う交流空間の形成を

目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇八戸港は、長期的な戦略として北東北経済の持続的な発展へ貢献する「世界に開かれた北東北の国際ゲートウェイ港

湾」を目指した取り組みが進められています。物流分野では、増大するコンテナ貨物へ対応する他、交流分野におい

ても、市民が気軽に憩える水際空間を確保するための港湾施設整備が行われています。また、リサイクルポートとし

ての特色を発揮するため、リサイクル関連企業の立地促進や施設の拡充が図られています。 

 

〇むつ小川原港は、むつ小川原総合開発の中核となる港湾として整備されています。背後には、国家石油備蓄基地をは

じめ、ウラン濃縮、低レベル放射性廃棄物貯蔵、使用済燃料再処理など原子燃料サイクル施設が立地しており、関連

物資の輸送増大への対応を目指しています。 

 

＜港湾法（昭和 25 年法律第 218 号)＞ 

■目的 

［第 1 条］ 

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な

運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 

■分区の指定 

［第 39 条］ 

港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。 

 

 

 

 

 

  

青森港（青森市） 八戸港ポートアイランド（八戸市） 

2-4 土地利用の計画 
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1 商港区    旅客又は一般の貨物を取り扱う区域 

2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱う区域 

3 工業港区   工場その他工業用施設を設置する区域 

4 鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡のための区域 

5 漁港区    水産物を取り扱う、又は漁船の出漁の準備のための区域

6  バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給のための区域 

7  保安港区   爆発物その他の危険物を取り扱う区域 

8  マリーナ港区 ｽﾎﾟｰﾂ又はﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの用に供するﾖｯﾄ、ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄその他の船舶の利便の 

ための区域 

9  クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 

10 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進のための区域
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④用途地域 ～13 種類の用途地域のイメージ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：国土交通省 都市計画制度の概要『土地利用計画制度』(H30.9)） 

第一種低層住居専用地域 

低層住宅のための地域です。小規模なお店

や事務所をかねた住宅や小中学校などが建

てられます。 

中高層住宅のための地域です。病院､大学､

500 ㎡までの一定のお店などが建てられま

す。 

第一種中高層住居専用地域 

主に中高層住宅のための地域です。病院､大

学などのほか､1,500 ㎡までの一定のお店や

事務所など必要な利便施設が建てられます。 

第二種中高層住居専用地域 

住居の環境を守るための地域です。3,000 ㎡

までの店舗､事務所､ホテルなどは建てられ

ます。 

第一種住居地域 

主に住居の環境を守るための地域です。店

舗､事務所､ホテル､カラオケボックスなど

は建てられます。 

第二種住居地域 

道路の沿道において､自動車関連施設など

の立地と､これと調和した住居の環境を保

護するための地域です。 

準住居地域 

農業と調和した低層住宅の環境を守るため

の地域です。住宅に加え､農産物の直売所な

どが建てられます。 

田園住居地域 

まわりの住民が日用品の買物をするための

地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工

場も建てられます。 

近隣商業地域 

銀行､映画館､飲食店､百貨店などが集まる

地域です。住宅や小規模の工場も建てられ

ます。 

商業地域 

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地

する地域です。危険性､環境悪化が大きい工

場のほかは､ほとんど建てられます。 

準工業地域 

どんな工場でも建てられる地域です。学校､

病院､ホテルなどは建てられません。 

工業地域 

工場のための地域です。どんな工場でも建

てられますが､住宅､お店､学校､病院､ホテ

ルなどは建てられません。 

工業専用地域 

2-4 土地利用の計画 
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主に低層住宅のための地域です。小学校な

どのほか､150 ㎡までの一定のお店などが建

てられます。 

第二種低層住居専用地域 

第
２
章
　
都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？

17



 
18 

◆用途地域の用途制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域における住居の環境保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、

建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。 
(令和 3 年 3 月末現在) 

注) 本表は、建築基準法別表第 2 の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。 
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 非住宅部分の用途制限あり

① ② ③ ● ● ● ⑤ ● ● ● ● ④

② ③ ● ● ● ⑤ ● ● ● ● ④

③ ● ● ● ● ● ● ● ④

● ● ● ● ● ● ● ④

● ● ● ● ● ● ④

▲ ● ● ● ● ● ● ● ●

▲ ● ● ● ● ● ● ● ●

▲ ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

▲ ● ● ● ● ● ▲3,000㎡以下

▲ ● ● ● ● ● ● ▲3,000㎡以下

● ● ● ● ● ● ● 10,000㎡以下に限る

● ● ● ● ● ● 10,000㎡以下に限る

▲ ● ● ● 10,000㎡以下に限る､客席200㎡未満

● ▲ ▲個室付浴掲等を除く

大

規

模
● ● ● 用途無指定地域では建築禁止

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

▲ ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ▲600㎡以下

▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲3,000㎡以下

▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ▲300㎡以下 2階以下

① ① ② ② ③ ③ ● ① ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

① ② ● ● ③ ● ● ● ● ●

①2階以下かつ1,500㎡以下

②3,000㎡以下

③農産物及び農業生産資材を貯蔵するもの

に限る

▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲3,000㎡以下

▲ ▲ ▲ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● 原動機の制限あり、▲2階以下

① ① ① ② ② ● ● ●

② ② ● ● ●

● ● ●

● ●

① ① ② ③ ③ ● ● ●

作業場の床面積

①50㎡以下 ②150㎡以下

③300㎡以下

原動機の制限あり

量が非常に少ない施設 ① ② ● ● ● ● ● ● ●

量が少ない施設 ● ● ● ● ●

量がやや多い施設 ● ● ●

量が多い施設 ● ●

建築基準法第51条参照

自家用倉庫

※一団地の敷地内について別に制限あり

建築物附属自動車車庫
　①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の

　制限

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で､非住宅部分の床面積が､50㎡以下かつ建策物の延べ面

積の2分の1未満のもの

店

舗

等
店舗等の床面積が　1,500㎡を超え、 3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が　3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

用途地域内の建築物の主な用途制限

　：建てられるもの

　

　　：建てられないもの

①､②､③､④､▲面積､階数等の制限あり

①日用品販売店､喫茶店､理髪店及び建具屋

等のサービス業務用品店舗のみ､2階以下

②①に加えて､物品販売店舗､飲食店､損保代

理店､銀行の支店､宅地建物取引業等のサー

ビス業務用店舗のみ､2階以下

③2階以下

④物品販売店舗､飲食店を除く

⑤①(150㎡以下)に加え農産物直売所､農家

レストラン等のみ､2階以下

準

住

居

地

域

田

園

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

工

業

専

用

地

域

備　　考

神社、寺院、教会等

病院

事

務

所

等

遊

戯

施

設

・

風

俗

施

設

公

共

施

設

・

病

院

・

学

校

等

ボーリング場、スケー ト場、水泳場、ゴルフ練習場、

パッティング練習場等

カラオケボックス等

麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券、車券発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧場

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

劇場、映函館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、

遊技場、勝馬票券発売所、車券売場、勝船投票権発売所に

供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が

10,000㎡を超えるもの

店舗等の床面積が　　150㎡以下のもの

店舗等の床面積が　　150㎡を超え、　 500㎡以下のもの

店舗等の床面積が　　500㎡を超え、 1,500㎡以下のもの

工

場

・

倉

庫

等

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

▲2階以下

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがあ

る工場

自動車修理工場

事務所等の床面積が　　150㎡以下のもの

事務所等の床面積が　　150㎡を超え、　500㎡以下のもの

事務所等の床面積が　　500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

倉庫業倉庫

畜舎(15㎡を超えるもの）

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、

自転車店等 で作業場の床面積が50㎡以下

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

危険性や環境の悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

公衆浴場、診療所、保育所等

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

①1,500㎡以下　2階以下

②3,000㎡以下

原動機､作業内容の制限あり

作業場の床面積

①50㎡以下 ②150㎡以下

事務所等の床面積が　1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が　3,000㎡を超えるもの

ホテル、旅館

火薬、石油類、ガスなどの危険

物の貯蔵・処理の量

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

自動車教習所

単独車庫（付属車庫を除く）

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

①600㎡以下 1階以下

②3,000㎡以下 2階以下

③2階以下

●
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⑤立地適正化計画 

  近年、急速な人口減少と超少子高齢化時代の到来により、地域産業の停滞や活力低下を招くと共に、住宅

や店舗等の郊外立地が進行することで市街地が拡散し、低密度なまちなみが形成され、居住者の生活を支える

様々なサービスの提供に支障が出ると予想されています。このような状況において、今後も都市を持続可能な

ものとしていくため、居住や都市機能を集約し公共交通ネットワークを再構築する「コンパクト・プラス・ネ

ットワーク」を推進することが有効な政策手段と考えられています。 

 この「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進するため、平成 26 年 8 月 1 日に改正都市再生特別措置

法が施行され、立地適正化計画制度が創設されました。市町村が策定することとなる立地適正化計画は、人口

減少下においても、医療、福祉、商業等の必要な生活サービスが確保され、住民が安心して暮らせる都市をつ

くるための包括的なマスタープランとして機能する、市町村マスタープランの高度化版※として位置づけられ

ています。 
  この、立地適正化計画では、都市計画区域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を設け、区域内における人

口密度の上昇や維持を目標としますが、必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、計画

の作成や実施について国から予算措置等の支援を受けることが可能となります。 
そのほか、令和 2 年 9 月 7 日に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、近年頻発・激甚化

する自然災害に対応し、災害リスクを踏まえた課題を抽出した上で都市の防災に関する機能を確保するため、

立地適正化計画に防災指針を明記することとなりました。 
青森県では各市町村の立地適正化計画策定を支援し、安全で魅力的なまちづくりの推進が図られるよう助言

等を行うこととしています。 
 ※都市計画区域を有する市町村であれば、市町村マスタープランを作成していなくても立地適正化計画は策定可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 

徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性や区域内の人口密度水準を確保することによ

る生活サービス施設の持続性のほか対象区域における災害等に対する安全性等を考慮し、まちづくりの方針や

各都市が抱える課題解決を目的として設定される区域 
都市機能誘導区域 

各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが可能で、かつ、公

共交通施設、都市機能施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有する区域

として設定される区域 
 

青森県内の立地適正化計画策定状況 

  

  

青森市 H30.3.30公表(R2.3.31変更) 五所川原市 H31.3.29公表
弘前市 H29.3.31公表(R3.3.31変更) 十和田市 H30.3.30公表
八戸市 H29.3.31公表(H30.3.31変更) むつ市 H29.2.20公表(R3.6.10変更)
黒石市 H31.3.29公表 七戸町 R3.4.1公表
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都市施設とは、交通施設（道路・都市高速鉄道・駐車場…）、公共空地（公園・緑地…）、供給処理施設（水

道・下水道…）などの都市における生活や都市機能を維持してくために必要な施設であり、街づくりの骨格と

なるものです。 
このよう施設のうち必要なものを都市計画で定めています。 

 

①交通施設（道路・都市高速鉄道・駐車場） 

(1) 道路（都市計画道路） 

都市における道路は、都市交通施設（交通路・沿道利用）としての機能のほか、良好な街区を形成する空

間機能、居住環境を維持する空間（通風、採光、オープンスペース等）としての機能、都市防災空間（避難

路、避難所、延焼防止）としての機能、供給処理施設（電気、電話、上下水道、ガス等）のための収容空間

としての機能等、さまざまな機能をもっています。 
本県では都市計画道路は 449 路線、約 1,201km が都市計画決定されています。 

(ｱ) 街路 
街路は、市街地内の道路であり、都市基盤整備の中で最も基本となるもので、街づくりの基本となる施設

です。街路事業は、都市計画法に基づき都市計画事業の認可を行い、都市計画決定された道路を整備する事

業のひとつです。また、街路を整備する手法として、ほかに土地区画整理事業、市街地再開発事業等による

ものがあります。 
 

■都市計画道路の種別と機能 

種別 機  能 
県内の決定

状況 

自動車専用道路 
比較的長いトリップの交通を処理するため、設計速度を高く設定し、車両の出

入り制限を行い、自動車専用とする道路。 

9 路線 

138.55km 

幹

線

街

路 

主要幹線街路 
都市間交通や通過交通等の比較的長いトリップの交通を、大量に処理するた

め、高水準の規格を備え、高い交通容量を要する道路。 

379 路線 

1,024.22km 
都市幹線街路 

主要幹線道路及び主要交通発生源等を有機的に結び都市全体に網状に配置さ

れ、都市の骨格及び近隣住区を形成し比較的高水準の規格を備えた道路 

補助幹線街路 
近隣住区と幹線道路を結ぶ集散道路であり、近隣住区内での幹線道路としての

機能を有する道路。 

区画街路 沿道宅地へのサービスを目的とし、密に配置される道路。 
17 路線 

9.28km 

特殊街路 
もっぱら歩行者、自転車、モノレール、路面電車等自動車以外の交通の用に供

するための道路。 

44 路線 

29.02km 

 

■都市計画道路の配置概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
動
車
専
用
道
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主要幹線道路 

都
市
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街
路 

補助幹 

線街路 

IC 

都市施設  2-5 

(令和 2 年 3 月末現在) 
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(ｲ) 駅前広場 

駅前広場は、鉄道と人、自転車、バス、タクシ

ー、自家用車などの交通機関を結ぶ交通結節点とし

て、円滑な乗り継ぎを確保する「交通空間」として

の役割を持つ一方、買い物客や待ち合わせなどの

人々の交流や都市景観を形づくるなどの「環境空

間」としての役割も担っています。 
本県では、26 箇所が都市計画決定されていま

す。 
 

 

 

(2) 都市高速鉄道 

JR、地下鉄、民間鉄道等の鉄道は、都市における通勤、通学、その他の日常生活に必要な交通を処理

し、道路とともに都市を形成する根幹的な交通施設であり、公共交通機関として重要な役割を果たしていま

す。都市高速鉄道として連続立体交差事業、都市モノレール等が都市計画決定されています。 
市街地における道路と鉄道の平面交差は、踏切事故や踏切遮断による交通渋滞を引き起こしているばかり

でなく、鉄道により市街地が分断されていることは、地域の一体的発展の障害となっています。このような

状況を解消するためには、数多くの踏切を同時に除去して鉄道を連続的に立体化する連続立体交差事業が非

常に効果的です。 
本県では、1 箇所（八戸市の JR 八戸線）で、連続立体交差事業として都市計画決定されています。 

 

 

JR 青森駅駅前広場(青森市) 

主要幹線街路(八戸市) 都市幹線街路(弘前市) 

区画街路(青森市) 特殊街路(弘前市) 

2-5 都市施設 

第
２
章 

都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？ 

第
２
章
　
都
市
計
画
は
な
に
を
き
め
る
の
？

21



 
22 

 (3) 駐車場 

駐車場は．自動車と他の都市交通を円滑化し、都市機能の低下抑制を図るため、都市交通体系の一環とし

て計画設置するもので、下図のように分類されます。 
(ｱ) 都市計画駐車場 

都市計画駐車場とは、その対象とする駐車需要が広く一般公共の用に供するべき基幹的なもので、かつ、

その位置に永続的に確保すべきものである場合に、都市計画に定められる路外駐車場です。 
自動車駐車場 

商業・業務施設が集積している都市の中心部や鉄道駅周辺で、その施設に発生集中する車の路上駐車を

排除することや、その周辺の交通混雑の解消を目的として設置する必要があります。 
本県では、7 箇所が都市計画決定されています。 

自転車駐車場 

鉄道駅周辺の通勤・通学者の自転車利用の増加による放置自転車の急激な増大に対応するため、放置自

転車防止条例と併せて設置する必要があります。 
本県では、1 箇所が都市計画決定されています。 

(ｲ) 届出駐車場 

届出駐車場とは、都市計画区域内において、自動車の駐車場の用に供する部分が 500 ㎡以上で、駐車料金

を徴収する路外駐車場のことをいい、その位置・規模・構造・設備その他必要な事項について、市の区域内

の場合は当該市長に、町村の区域内の場合は知事に届ける必要があります。 
(ｳ) 附置義務駐車場 

附置義務駐車場とは、地方公共団体が駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域において、一定

規模の建築物を新築するものに対して、条例で施設の設置を義務付けることができるものです。 
 

■駐車場法に基づく分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 河川 

河川は、洪水被害を軽減する治水上の機能に加え、

多様な機能を持つ施設です。都市部においては、潤い

ある水辺空間を創出することにより、安全で快速な都

市環境を維持・保全するために都市計画決定されま

す。 
本県では、8 河川が都市計画決定されています。 

 
 

 

弘前駅前地下自転車駐車場(弘前市) 

一般公共の用に供するもの← 

一般公共の用に 

→供さないもの 

→路面外に設置されるもの 路面上に設置← 

されるもの 

道
路
交
通
法
に
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く
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ー
キ
ン
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メ
ー
タ
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路
上
駐
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用
駐
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都
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画
駐
車
場 
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置
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務
駐
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場 

技
術
的
基
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が
適

用
さ
れ
る
駐
車
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路外駐車場 

腰巻川(弘前市) 
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②公園・緑地等 

公園・緑地は、健康で文化的な都市環境を形成する上で不可欠な都市空間として、活力ある長寿・福祉社会の

形成、都市の潤い創出に資するとともに、自然とのふれあい、コミュニティーの形成、広域レクリエーション活

動等国民の多様なニーズに対応する国民生活に密着した施設です。 
さらに、災害時には避難地・避難路・火災の延焼の防止、ボランティア等の救援活動拠点、復旧・復興拠点等

の機能を発揮するなど、安全でゆとりある生活に不可欠な施設でもあります。 
 

■公園の種類 

公園 
営造物公園 

国の営造物公園 

国民公園 

(皇居外苑､新宿御苑､京都御苑) 
国土交通省設置法等 

都市公園(国営公園) 

都市公園法 
地方公共団体の営造物公園 

都市公園 

その他の公園 

(特定地区公園など) 

地域制公園 国立公園､国定公園､県立自然公園 自然公園法 

    都市計画が取扱う公園､緑地（都市公園法第 2 条に規定する公園・緑地等） 

※｢都市計画法第 4 条第 6 項に規定する都市計画施設のうち公園､緑地で、都市公園法第 2 条の規定にも適合する施設

(都市公園として開設するもの)が対象です。 

 

■都市公園等の種類と配置 

種類 種別 内   容 

住区基幹公園 

街区公園 
もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離 250m の範囲内で 1

箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する。 

近隣公園 
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり 1 箇所を誘

致距離 500m の範囲内で 1 箇所当たり面積 2ha を標準として配置する。 

地区公園 
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離 1km の範囲内

で 1 箇所当たり面積 4ha を標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地

区公園(カントリーパーク)は、面積 4ha 以上を標準とする。 

都市基幹公園 
総合公園 

都市住民全般の休息､鑑賞､散歩､遊戯､運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都

市規模に応じて 1 箇所当たり面積 10～50ha を標準として配置する。 

運動公園 
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ 1 箇所当た

り面積 15～75a を標準として配置する。 

大

規

模

公

園 

広 域 公 園 
主として一つの市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とす

る公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに 1 箇所当たり面積 50ha 以上を標準とし

て配置する。 

レクリエーション都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充

足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模

な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その

他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模 1,000ha を標準として配置する。 

国 営 公 園 

主として一の都道府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置

する大規模な公園にあっては、1 箇所当たり面積おおむね 300ha 以上を標準として配置する。

国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有する

ように整備する。 

緩

衝

緑

地

等 

特 殊 公 園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園でその目的に則し配置する。 

緩 衝 緑 地 
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を

図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断す

ることが必要な位置について、公害、災害の状況に応じて配置する。 

都 市 緑 地 

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられた緑地で

あり、1 箇所当たり面積 0.1ha 以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な

樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るた

めに緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ha 以上とする。（都市計画決定を行わずに借

地により整備し都市公園として配置するものを含む）。 

緑     道 

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図るこ

とを目的として近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又

は自転車路を主体とする緑地で幅員 10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ

ー、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 

注)近隣住区：幹線道路等に囲まれたおおむね 1km 四方（面積 100ha）の居住単位 
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青い森公園(青森市・県管理) 新青森県総合運動公園(青森市・県管理) 

広域公園 近隣公園 

都市の基幹的公園の配置基準及び模式図 

(歩いて行ける範囲の公園ネットワークの整備) 

都市公園の配置については、高齢者、障害者を含

むすべての人々が、緑豊かで安全、快適な生活環境

を享受できるよう、生活に密着した街区公園、近隣

公園、地区公園等の整備を推進する必要がありま

す。 

また、それぞれの都市公園の機能を有機的に連携

させ、 公園のネットワークの形成を図り、歩いて

行ける範囲の公園のネットワークの整備率を高める

ことも必要です。 

運動公園 地区公園 

運動公園 

総合公園 

街区公園 

近隣公園 

総合公園 

緩衝緑地 

都市レベル 

総合公園：標準面積 10～50ha 

運動公園：標準面積 15～75ha 都市の規模に応じて配置 

工   場 

住区レベル 
(1 近隣住区) 

地区レベル 
(4 近隣住区) 

文 

文 

文 

文 

文 

地区公園 

街区公園 

近隣公園 

街区公園 

近隣公園 

1km 

2km 

1km 

1km 

500m 

500m 

小学校

g 

250m 250m 

街区公園：標準面積 0.25ha 誘致距離 250m 

近隣公園：標準面積 2ha 誘致距離 500m 

地区公園：標準面積 4ha 誘致距離 1km 

標準面積 100ha 

(1km×1km) 

標準人口 10,000 人 

街区公園 4 箇所 

近隣公園 1 箇所 

標準面積 400ha 

標準人口 40,000 人 

近隣公園 4 箇所 

地区公園 1 箇所 
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今井公園(青森市) 

水源池公園(むつ市) 長根公園(八戸市) 

新青森駅前公園(青森市) 猿賀公園(平川市) 

総合公園 

運動公園 

広場公園 風致公園 

地区公園 

街区公園 

鷹揚公園(弘前市) 
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③下水道 

下水道は、家庭や事務所、店舗等から出される汚水を河川や海に排出する前に浄化することにより、河川や

湖、海の水質を保全するとともに、快適で衛生的な暮らしや浸水被害を防止するためのものです。 
一般に下水道と呼ばれるものには、次のような種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道とは、都市計画区域内の下水を排除し又は処理するために、主として市町村が管理する下

水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道(後述)に接続するものであり、かつ、汚水を排除す

べき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。 

 

特定環境保全公共下水道(特環
とっかん

)とは、都市計画区域外でも下水道整備ができるようにしたものであ

り、これにも公共下水道と同じように単独と流域関連があります。 

 

主として工場などから排水を受け集め処理するものであり、工場などの事業活動によって生じる公害

の防止を目的としています。 

 

各市町村が各々に終末処理場を有するよりも、隣接する市町村の汚水を広域的に処理したほうが効率

的な場合、流域関連公共下水道または流域関連特環下水道から排出される汚水を県が一体的に排除、

終末処理を行うと共に管理するものです。 

 

主として市街地における雨水を排除して浸水を防除するために、市町村が整備および管理する下水道

をいいます。公共下水道との違いは、排水施設の構造が主として開渠であり、雨水のみを対象として

いるため処理場がないことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 定 公 共 下 水 道 

岩木川浄化センター全景(弘前市) 馬淵川浄化センター全景(八戸市) 

弘前市中心市街地を貫流する土淵川

等においては、下水道の整備により、生

活雑排水が河川に流れ込まなくなった

ことから、水質が向上しました。この結

果、過去にレッドデータブックにおいて

絶滅危惧Ⅱ類～準絶滅危惧種に指定さ

れていた「ミズアオイ(1 年草)」が毎年

美しい花を咲かせるようになりました。 

現在では青森県レッドデータブック

（2020 版）において、絶滅の心配は感じ

られないものとして評価されています。 
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都 市 下 水 路 

下 水 道 

特 定 公 共 下 水 道 

公共下水道（狭義） 

特定環境保全公共下水道 

流 域 下 水 道 

都 市 下 水 路 
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■下水道の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■下水道のしくみ 
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■下水道事業実施市町村図（令和 3 年度） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■流域別下水道整備総合計画流減界及び事業実施箇所図 
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④その他の都市施設 

かつては都市部及びその周辺部において、自分のところで井戸をもち、糞尿を処理し、作物を生産するなど

自給自足的生活をしていました。ところが、都市が発達するとこのような自給自足的生活は不可能となり、共

同して水道、下水、学校、病院、墓地などを備えることになりました。 
住まいに便所、風呂、台所、居間、寝室があるように、独立した都市にはゴミ焼却場、ゴミ処分場、下水処

理場、火葬場などの都市施設がきちんと確保されていなければなりません。商店街と住宅と公園や運動場だけ

というわけにはいきません。これらをどこにどのように配置するかが「都市計画」の主題なのです。 
都市に居住する人々が快適な都市生活を営むために欠くことのできないこれらの都市施設は、周辺に与える

影響も大きいことから、建設する場合には原則として都市計画でその敷地の位置をきめることにしています。 
青森県では、次のような都布施設が計画決定されています。 
なお、近年では、これらの都市施設は複数の市町村において、共同で建設・管理運営する傾向にあります。 

 

その他の都市施設 機   能 県内の決定状況 

汚物処理場 公共下水道で処理されない、くみとりし尿などを処理するための施設 6 施設 

ごみ焼却場 
都市から緋出される一般ごみを埋立処分するため、焼却により滅容化、無公

害化等を図る施設 
9 施設 

その他の供給施設 

又は処理施設 
ごみ焼却場に該当しない、廃棄物の処理を行う施設 3 施設 

市   場 野菜、果物、魚類、肉類などの生鮮食料品等の卸売り活動をするための施設 14 施設 

と 畜 場 食用にする目的で、牛、馬、豚などをと畜解体するための施設 5 施設 

火 葬 場 火葬する施設 19 施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市計画法＞                       
■都市施設 

［第 11 条］ 

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定

めることができる。この場合において、特に必要があるとき

は、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めるこ

とができる。 

1)道路､都市高速鉄道､駐車場､自動車ﾀｰﾐﾅﾙその他の交通施設 

2)公園､緑地､広場､墓園その他の公共空地 

3)水道､電気供給施設､ｶﾞｽ供給施設､下水道､汚物処理場､ごみ焼

却場､その他の供給施設又は処理施設 

4)河川､運河その他の水路 

5)学校､図書館､研究施設その他の教育文化施設 

6)病院､保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 

7)市場､と畜場又は火葬場 

8)一団地の住宅施設(50 戸以上の集団住宅及び付帯施設) 

9)一団地の官公庁施設 

10)一団地の都市安全確保拠点施設 

11)流通業務団地 

12)一団地の津波防災拠点市街地形成施設 

13)一団地の復興再生拠点市街地形成施設 

14)一団地の復興拠点市街地形成施設 

15)その他政令で定める施設 

 

 

 

 

 

 

＜建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)＞ 
■卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 

［第 51 条］ 

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に

供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定して

いるものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただ

し、特定行政庁が都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を

都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所

在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあ

っては、当該市町村都市計画審議会）の議を経てその敷地の位

置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定

める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合にお

いては、この限りでない。 

 

 

      ■青森県県土整備部建築住宅課    

建築指導グループ…017-734-9693 
 

焼 却 施 設 焼却能力 1 日 lOOt 以上 

し尿処理施設 処理能力 1 日 100kℓ以上 

(令和 3 年 3 月末現在) 

青森県環境影響評価条例（平成 11 年

12 月青森県条例第 56 号）において、次

の規模の施設が環境影響評価の対象事業

のひとつに定められています。 

豆知識 

青森市中央卸売市場花き棟(青森市) 

2-5 都市施設 
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市街地開発事業は既成市街地や今後市街化を図る区域において、都市機能・防災・日常生活等の観点から計

画的に面的な広がりをもった区域で総合的なまちづくりを進める事業です。 
市街地開発事業では健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を営める良好な市街地の形成を目標に道

路、公園等の公共施設の整備や住宅の造成、建築物の改善を行います。 
 

①土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、都市基盤が未整備な市街地や市街化の予想される区域を健全な市街地にするため、土

地の交換分合整頓（換地）により道路、公園、河川、広場などの公共施設の整備を行うとともに宅地の区画形

状を整える事業であり、区域内の権利者から土地の利用増進の範囲内で公共施設用地等を生み出すために必要

な土地を公平に提供（減歩）してもらうという仕組みを持った事業です。 
この事業は、計画的に市街地形成を実現するうえで最も有効な手段であるので「都市計画の母」とも呼ばれ

ています。 
 

■土地区画整理事業のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地区画整理事業の特徴・効果 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)換地 

整理後の宅地は、整理前の土

地の位置、面積、環境、利用状況

等に応じて適正に定めます。 

 

(2)公共減歩 

地区内に新たに必要となる道

路、公園等の用地は、地区内の

土地所有者が少しずつ出し合う

ことによって生み出します。 

 

(3)保留地減歩 

事業費の一部をまかなうた

め、売却する土地を地区内の土

地所有者が少しずつ出し合いま

す。 

1 2 

3 4 
公共投資(補助金等)と民間資金(保留地

処分金等) 双方の活用が可能です。また、

建築物の移転等に伴う民間の関連投資の

誘発など、経済波及効果が期待されます。 

地権者自らが土地を所有したままでま

ちづくりに参加できるため、地域のコミュ

ニティを存続したままでのまちづくりが

可能です。 

道路、公園、河川等の公共施設と宅地の

総合的・一体的整備により、新たな土地利

用に対応し、かつ優れた都市空間を形成し

ます。 

既成市街地から新市街地までの多様な

地域で、様々な目的に対応した市街地整備

が可能です。また、多様な関連事業との組

み合わせが可能です。 

市街地開発事業  2-6 

2-6 市街地開発事業 
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（2）公共減歩（道路・公園 

などの用地になります） 

(3)保留地減歩 

市町村費 

Ｅ 
 

さ
ん 
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■土地区画整理事業の施行 

土地区画整理事業は地区の状況によって次のような組織で行われます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地区画整理事業のながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※都市計画事業として施行する場合は、都市計画の決定に関する手続きが必要です。 

(注)都市再生機構及び地方住宅供給公社についても、地方公共団体施行に準じて手続きが定められています。 

 

事業着手時（平成 16 年 6 月）          事業施工後（平成 24 年 9 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森都市計画事業大野土地区画整理事業（青森市大野土地区画整理組合施行） 

個 人 

土地区画整理組合 

地 方 公 共 団 体 

国 土 交 通 大 臣 

機 構 ・ 公 社 

土地所有者又は借地権者がその土地について一人又は、数人共同して施行します。 

土地所有者又は借地権者が７名以上で組合を設立して施行します。 

都道府県、市町村が都市計画決定された施行区域を都市計画事業として施行します。 

国土交通大臣が自ら施行します。 

都市再生機構、地方住宅供給公社が施行します。 

個 

人 

施 

行 

規 準 ・ 規 約 

事業計画案の作成 

施
行
の
認
可 

工

事 
換

地

処

分 

換

地

処

分

に

伴

う

登

記 

清

算

金

の

徴

収

又

は

交

付

・

保

留

地

の

処

分 

建

築

物

の

移

転

又

は

除

却 

仮

換

地

の

指

定 

事
業
終
了
の
認
可 

組
合
の
解
散
の
認
可 

決
算
報
告
の
承
認 

組
合
設
立
の
認
可 

設
計
の
概
要
に 

つ
い
て
の
認
可 

組 

合 

施 

行 

地
方
公
共
団
体
施
行 

都
市
計
画
決
定
に

関
す
る
手
続
き 

施
行
規
定
の
案
の
作
成 

事
業
計
画
の
案
の
作
成 

定款・事業計画 

案 の 作 成 

2-6 市街地開発事業 
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②市街地再開発事業 

市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造

家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区を再整備することによっ

て、活カあふれる豊かなまちづくりを推進する事業であり、土地区画整理事業が減歩・換地という平面的整備

手法であるのに対し、市街地再開発事業は関係権利者の従前の土地、建物等に関する権利を再開発ビルの床に

関する権利に変換する立体的整備手法です。 
市街地再開発事業には、権利交換方式(※1)による第一種市街地再開発事業、管理処分方式(※2)による第二

種市街地再開発事業があります。 
 

■市街地再開発事業の特徴・効果 

 

 

 

 

 

 

■市街地再開発事業(権利交換方式)のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の新しい活力拠点の形

成により、地域経済への多大な

波及効果が生まれます。 

1 
公共施設等の整備により市

民交流やにぎわいの創出に寄

与します。 

2 
良好な都市型住宅の供給と 

住環境（防災性の向上等）の整

備がなされます。 

3 

※1 権利交換方式 

施行前の権利と等しい価格の再開発ビ

ルの床を権利者に与えることを基本と

しています。 

 

※2 管理処分方式 

公共性、緊急性が著しく高い事業で、一

旦建物、土地を施行者が買収し、買収さ

れた者が希望すれば、その代償に代えて

再開発ビルの床の権利を得ることがで

きます。 

中新町山手地区第一種市街地再開発事業(再開発組合施行)： 

｢プレミスト新町ザ・タワー｣完成イメージ（R3 時点） 

A･B･C:土地及び建物所有者  X:処分床の譲渡を受けた者又は､参加組合員 

2-6 市街地開発事業 
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都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金） 

●都市再生整備計画事業の目的 

都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特色を活かした個性あふれるまちづくりを実施

し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る

ことを目的としています。まちづくりの主体となる市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施されるこ

とから、市町村の自主性・裁量性が大幅に向上しており、地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづ

くりを進めることが可能な制度となっています。 
 

●都市再生整備計画事業の特徴とその効果 

都市再生整備計画事業は、個別の事業に対する支援制度ではなく、地域の創意工夫を反映した総合的なまち

づくりの計画（都市再生整備計画）に対する支援制度であるため、その計画に記載された内容の範囲であれ

ば、柔軟な事業執行が可能となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市再生整備計画事業の概要 

市町村は地域の特性を踏まえ、地域に根ざした課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目標や

数値化された指標を達成するために必要な事業を記載した「都市再生整備計画」を作成し、そして客観的評価

基準に基づく事前評価を実施(Plan)し、成果を意識しながら事業を実施(Do)することになります。 
交付終了年度には成果の達成度を事後評価(Check)するとともに、必要な改善点は速やかに改善(Action)を図

り、次のまちづくりに経験を活かしていくという一連のサイクル(PDCA サイクル)を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
自主性・裁量性の向上 

・市町村の提案に基づく事業

(提案事業)を支援対象とす

ることにより、まちづくりに

必要な事業が一体的に実施

可能。 

・どの事業にいくら国費を充

当するかは市町村の自由。 

3 
目標・指標の明確化 

・都市再生整備計画に記載し

たまちづくりの目標・数値指

標の達成状況等に関する事

後評価を実施し公表するこ

とで、市町村の今後のまちづ

くりに有効に活用すること

が可能。 

2 
使い勝手の向上 

・事業間の国費の流用は自由

であり、変更交付手続きが実

質的に不要。 

・事業の進捗に応じて、年度間

で国・地方の負担割合を調整

可能。 

Plan：都市再生整備計画の作成と事前評価 

・まちづくりの課題や将来ビジョンと定量的な数

値目標の設定 

・客観的評価基準に基づく事前評価 

Action：改善 

・今後のまちづくり方策の作成 

・必要な改善策の速やかな実施 

Do：実施段階 

・成果を意識しながら事業を実施 

・必要に応じてモニタリング(中間

評価)を実施 

Check：事後評価 

・成果の達成状況等を検証・評価 

・問題点の把握 

個性あふれるまちづくり  2-7  

2-7 個性あふれるまちづくり 
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●都市再生整備計画事業手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市再生整備計画事業の整備イメージ 

都市再生整備計画事業では、市町村が目標や指標について自由に設定し、目標達成のために各種事業を実施

することができます。 
都市再生整備計画事業の活用により、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化が図られ、ま

た、イベントへの支援や商業施設、福祉施設等との連携により、より高い効果が期待できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

地
方
公
共
団
体 

都
市
再
生
整
備
計
画
の
受
理 

予
算
内
示(

地
区
単
位)

 

・
翌
年
度
予
算
要
望 

・
事
前
評
価 

・
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成 

当
該
年
度
の
施
行
箇
所
等
の
決

定(

地
区
内
の
事
業
別
の
配
分

等
の
決
定)

 交
付
申
請 

工
事
等
の
実
施 

実
績
報
告 

交
付
額
確
定
報
告 

翌
年
度 

交
付
申
請
の
受
理 

交
付
決
定 

翌
年
度 

確
認 

事
後
評
価 

公
表 

事
業
完
了
時 
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都市再生整備計画区域 

：市町村の提案による事業 
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①都市計画事業認可の手続き 

都市計画事業とは、都市計画で定められた道路、公園などの都市施設の整備や市街地の合理的で健全な土地

利用を図るため行われる市街地開発事業をいいます。都市計画事業の施行者は、市町村、県、国の機関、その

他の者に区別されます。施行者は、原則として、都市計画事業の認可を受けて、必要な土地の取得を行い、施

設等の整備を行います。 
また、都市計画事業には土地収用法が適用されるので、必要な土地の取得ができない場合には、強制的に用

地を取得することができます。 
  なお、都市計画事業は、それぞれの事業が個別の法律により施行者や事業の手続き等を定めています。 
●事業認可の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市計画の決定による規制 

都市計画が定められると、事業の障害となるような行為を排除し、将来実施される都市計画事業が確実かつ

円滑に進められるよう制限が与えられます。 
なお、※1都市計画施設等の区域内における建築の規制は、都市計画事業の認可の告示後は、※2都市計画事業

制限に変わります。 
 

②都市計画制限 

●建築の許可（都市計画法第 53 条）(※1) 

都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとするときは知事等の許

可を受けなければなりません。この許可を建築の許可と呼びます。この場合、乙の建築物が都市計画に適合し

ているか、又は階数が 2 以下で地階が無く主要構造部分が木造、鉄骨造で容易に移転除去できるものについて

は許可されます。これは、都市計画決定された施設等が将来円滑に事業が施行できることを目的としていま

す。 
●都市計画事業制限（都市計画法第 65 条）(※2) 

都市計画事業の事業地内においては、事業実施の障害となるおそれがある土地の区画形質の変更や建築物の

建築、5 トンを超える物件の設置等を行おうとする場合には知事等の許可を受けなければなりません。これを

都市計画事業制限といい、事業の円滑な施行を確保するため、都市計画法第 53 条より厳しい内容となってい

ます。 
※都市計画法第 53 条及び第 65 条の申請窓口は市町村（第 65 条については、県が施行する事業は各地域県

民局地域整備部）となります。 

関係地方自治体 

への意見聴取 

用排水施設管理者等 

へ の 意 見 聴 取 

行政機関の 

免 許 等 

事

業

計

画

の

作

成 

事

業

認

可

申

請 

事

業

認

可 

認

可

告

示 

市

町

村

で

縦

覧 

法第 59条 5項 

法第 59条 1,2,3,4項 法第 62条 1項 法第 62条 2項 

法第 59条 4項 法第 59条 6項 

(注)施行者が､市町村､都道府県･国の機関以外の者の場合 

(注) 

都市計画事業  2-8  

2-8 都市計画事業 
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◇施行者◇ 

市 町 村 ― 都道府県知事の認可 

都道府県 ― 国土交通大臣の認可 

国の機関 ― 国土交通大臣の認可 

その他の者― 都道府県知事の認可 
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地区計画とは？ 

まちに様々な個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また、問

題点を改善したりする手法も地区毎に違います。 
地区毎にまちづくりを進める手法として地区計画制度があります。 
●地区毎の計画です 

地区計画は、生活に密着した身近な計画です。町丁や街区、あるいは共通した特徴を待つ地域毎に計画をつくりま

す。 
●住民が主役となってつくります 

地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって話し合い、また、考えを出し合いながら地区の実情に応

じた計画をつくります。 
●計画の構成 

地区計画は次の２つから成り立っています。 
 

 

 

 

 

 

● 地区整備計画で定める内容 
1. 地区施設の配置及び整備 

みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地

区施設として定めて確保します。 
2.建築物やその敷地などの制限に関すること 

・建築物等の用途の制限 
・容積率の最高限度又は最低限度 
・建ぺい率の最高限度 
・建築物の敷地面積の最低限度 
・建築面積の最低限度 
・壁面の位置の制限 
・建築物等の高さの最高限度又は最低限度 
・建築物等の形態又は意匠の制限 
・かき又はさくの構造の制限 
3. その他、土地利用の制限 

・ 樹林地、草地などの良好な環境を守り、壊さないように制限することができます。 
・一定の区域(再開発等促進区)において公共施設の整備と併せて容積率を緩和することができます。 
特定行政庁の許可により用途規制を緩和することができます。 

●地区計画の運用 
地区計画は次の地区で定めることが可能です。 
1.用途地域が定められている土地の区域 

2.用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当ずるもの 

・ 住宅市街地の開発その他の建築物若しくはその敷地の整備に関する事業行われる、又は、行なわれた土地の区域 
・建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は、行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の

整備の状況、土地利用の動向からみて不良な街区の環境が形成されるおそれのあるもの 
・健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域 

 
なお、地区計画は住民一人ひとりの生活に、より密接につながっている計画ですから、計画の内容をきめるときは、

地区住民など関係者の意見を聞かなければなりません。 
この意見を求める方法は市町村の条例で定めることとされています。（一般に「手続き条例」といいます。）  
また、地区計画の案は、地区住民や関係者から申し出ることもできます。 

 
 

 

地区計画 

地区計画の方針 

地区整備計画 

まちづくりの全体構成を定めるものであり、地区計画の目標や地区の

整備、開発及び保全の方針を定めます。 

まちづくりの具体的内容を定めるものであり、｢地区計画の方針｣に従

って、地区計画区域の全部又は一部に、道路、公園、広場などの配置や

建築物等に関する制限などを詳しく定めます。 

地区計画  2-9  

敷地面積の制限 

かき･さくの制限

(生垣等) 

用途､容積率､建ぺい率､建築

面積､高さ､形態意匠の制限 

壁面の位置の制限(1m 後退等) 
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地区計画のつくり方 

●まちづくりのスタート 

「戸建て住宅地の中に高層マンションが建てられそ

うだ。」、「商店街の道を整備するので併せて建物も綺

麗にしたい。」など、まちづくりのきっかけは様々で

す。 
まちづくりの芽が芽生えたら行政に相談してみて下

さい。そこからまちづくりがスタートします。 

●地区の調査及び課題の検討 

まず、皆さんの住んでいるまちを調べてみましょ

う。例えば、みんなでまちを歩いて感想を話し合った

り、行政の人に地区の建物や道路の状況などを話して

もらうことも考えられます。 
これらを基に、地区のまちづくりの課題を検討しま

す。 

●地区計画の素案の作成 

次に、まちづくりの課題を解決すると共に、将来、

まちをどのようにしたいかを話し合い、「まちづくり

の目標」をつくります。また、目標を実現するための

具体的なルールを検討し、地区の素案をつくります。 

●素案の検討と修正 

素案をいろいろな角度から検討し、必要に併せて素

案を修正します。 

●地区計画案の作成と都市計画決定 

作成された地区計画案は、都市計画審議会の議を経

て、市町村が地区計画を都市計画として決定します。 

その他の地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災街区整備地区計画 

沿 道 地 区 計 画 

集 落 地 区 計 画 

歴史的風致維持向上地区計画 

密集市街地の土地の区域内で、当該区域に特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健

全な利用を図ります。 

道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、騒音による障害の防止と合理的な土

地利用の促進を図ります。 

市街化調整区域などで、営農条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に

図ります。 

歴史的風致地区などで地域の整備や保存を計画的に推進します。 

八戸新都市地区計画(八戸市) 

地区の皆さんが

検討すること 
行政が検討する

こと 

今の環境を守りた

い、困った事が起き

たなど 

木造の建物が密集し

ている、行政として

重要な地区だなど 

地区の好きな所、問

題のある所などを話

し合う 

 

地区の基礎資料

の作成・提供 

素案の検討 
実現の見通しな

どの検討 

地区の皆さんと

行政が相談して

決めること 

まちづくりの 

ス タ ー ト 

地区を調査する 

まちづくりの課 

題を見つける 

計画の素案の作成､

まちづくりの目標､

具体的な計画など 

素 案 の 修 正 

計画案を作る 

都市計画決定 
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●都市計画基礎調査 

都市計画基礎調査は都市計画区域について、おおむね 5 年ごとに人口規模、産業分類別の就業人口の規模、

市街地の面積、土地利用、交通量などに関する現況及び将来の見通しについての調査を行います。これらの調

査結果は都市計画を決定、変更する際の基礎資料となります。 
●総合都市交通体系調査 

都市の健全な発展のためには、将来の都市像を見据えた上での総合的で計画的な交通施設の整備が必要で

す。交通施設には道路をはじめ、駅前広場、駐車場、駐輪場、鉄道等があり、これらの整備のために各種の交

通調査の実施や開発計画を考慮した総合的な都市交通体系のマスタープランを策定するための調査です。 
 

 

 
都市計画のうち広域的な視点から定めるべきもの及び根幹的都市施設等については、都道府県が関係市町村

の意見を聞き、国土交通大臣の同意を受けて定めることになります。（軽易な変更を除く）その他のものは市

町村が都道府県知事と協議を行い定めることになります。 
都市計画を定めるときは、住民の意見を反映するために必要に応じて公聴会や説明会を開催します。さらに

都市計画の案は２週間縦覧され、その間に住民や利害関係者は意見を提出することができます。その後、都市

計画の案は都市計画審議会で審議された後に決定又は変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市計画法＞ 

■都市計画に関する基礎調査 
［第 6 条］ 

都道府県は､都市計画区域について､おおむね 5 年ごとに､都市計画に関する基礎調査として､国土交通省令で定めるところにより､人口規模､産業分類

別の就業人口の規模､市街地の面積､土地利用､交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとす

る。 

■都道府県の都市計画の案の作成 
［第 15 条の 2］ 

 市町村は､必要があると認めるときは､都道府県に対し､都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。 

■都道府県の都市計画の決定 
［第 18 条］ 

 都道府県は､関係市町村の意見を聴き､かつ､都道府県都市計画審議会の議を経て､都市計画を決定するものとする。 

■市町村の都市計画の決定 
［第 19 条］ 

 市町村は､市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは､当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審

議会)の議を経て､都市計画を決定するものとする。 

■都市計画の変更 
［第 21 条］ 

 都道府県又は市町村は､都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき､第６条第１項若しくは第 2 項の規定による都市計画に関する基礎調査又

は第 13 条第 1 項第 19 号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき､遊休土地転換利用促進地区に関する都市計

画についてその目的が達成されたと認めるとき､その他都市計画を変更する必要が生じたときは､遅滞なく､当該都市計画を変更しなければならない。 

■都道府県が定める

都市計画の手続き 

■市町村が定める 

都市計画の手続き 素案の作成 

関係機関協議 

原案の作成 

公告・縦覧 

都道府県都市計画審議会 

都市計画決定 

意見書の提出 

公聴会・説明会等に

よる住民意見の反映 

市町村の意見 

大臣同意 

告示・縦覧 

素案の作成 

関係機関協議 

原案の作成 

公告・縦覧 

市町村都市計画審議会 

都市計画決定 

意見書の提出 

公聴会・説明会等に

よる住民意見の反映 

知事協議 

告示・縦覧 

要
旨 

要
旨 

都市計画の決定・変更  3-2  

都市計画に関する調査  3-1  

豆知識 

第
３
章 

都
市
計
画
は
ど
う
や
っ
て
き
め
る
の
？

3-1 都市計画に関する調査 3-2 都市計画の決定・変更 
38

第
３
章
　
都
市
計
画
は
ど
う
や
っ
て
き
め
る
の
？



 

 39 

 ◆都市計画決定一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 △印の都市計画は、市町村が作成する都市再生整備計画に都道府県知事の協議を経て当該都市計画の決定等を記載した場合に限る 

※2 ●印の都市計画は、指定都市の区域においても、都道府県決定 

※3 特別区の存する区域においては、都が決定。なお、特定街区については面積が 1ha を超えるもの、地区計画及び沿道地区計画についてはそれぞれ 3ha を超

える再開発等促進区又は沿道再開発等促進区を定めるものに限る 

※4 知事協議に加えて、大臣同意が必要 

※5 原則は都道府県決定だが、都市再生整備計画に係る都市計画の決定等の場合は指定都市決定 

※6 首都高速道路及び阪神高速道路については大臣同意が必要 

※7 成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港 

※8 新千歳空港、旭川空港、稚内空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、新潟空港、大分国際空港、広島空港、山口宇部空港、

高松空港、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港 

※9 指定都市が決定するのは、一の指定都市の区域内に存するものに限る 

※10 都道府県知事の協議事項は地区計画等の位置及び区域、地区施設等の配置及び規模等に限定 

※11 広場に限る 
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3-2 都市計画の決定・変更 

●

区域区分 ○

都市再開発方針等 ○

用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、特定街区 ○ (*3)

特別用途地区、特別用途制限地域、高度地区、高度利用地区 ○

都市再生特別地区、歴史的風土特別保存地区 ○

防火地域・準防火地域、特定防災街区整備地区、景観地区 ○

○

○

○

国際戦略港湾及び国際拠点港湾 ○

○

○

○

○

(近郊緑地特別保全地区) ○

○

○

○

市街地再開発促進区域、土地区画整地促進区域 ○

○

遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興推進地域 ○

一般国道 ○

△ (*4) ○

都道府県道 △ ○

その他の道路 ○

自動車専用道路 ○

○ (*6)

都市高速鉄道、一団地の官公庁施設 ○

駐車場、自動車ターミナル、その他の公共空地、地域冷暖房施設 ○

成田国際空港等(*7) ●

新千歳空港等(*8)、地方管理空港 ●

その他 ○

国が設置する面積10ha以上のもの △ (*4) ●

都道府県が設置する面積10ha以上のもの △ ○

その他 ○

△ (*4) (*11) ○

その他 ○

●

その他 ○ (*3)

電気・ガス供給施設、市場・と畜場 ○ (*3)

●

その他 ○ (*3)

流域下水道 ●

その他 ○ (*3)

○

その他 ○

一級河川 △ (*4) ● (*5)

二級河川 △ ○ (*9)

準用河川 ○

運河、流通業務団地 ○

△ ○

その他 ○

○

△ ○

その他 ○

△ ○

その他 ○

面積20ha以上の一団地の住宅施設予定区域 ○

一団地の官公庁施設予定区域 ○

○ (*3) (*10)

○ (*10)

都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針

区域区分の有無及び方針並びに国の利害に重大な関係がある都市計画の

決定の方針

その他

市町村決定(*1) 都道府県(指定都市(*2))決定

都　　市　　計　　画　　の　　内　　容 大臣同意

不要

大臣同意

必要

●

知事への協議

地

　

　

域

　

　

地

　

　

区

その他

2以上の市町村の区域にわたるもの
緑地保全地域

住宅街区整備促進区域、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

促

進

区

域

都

　

　

市

　

　

施

　

　

設

風致地区

臨港地区

2以上の市町村の区域にわたる面積10ha以上のもの

駐車場整備地区、緑化地域、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区

流通業務地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区

その他
特別緑地保全地区

水道

排水区域が2以上の市町村の区域
公共下水道下

水

道

道

　

路

指定区間

指定区間外

高速自動車国道

その他

○

学校（大学・高専、その他）、図書館・研究施設等、病院・保育所等、火葬場、一団地の住宅施設、一団地の津波防災

拠点市街地形成施設、 電気通信事業用施設、防風・防火・防水・防雪及び防砂施設、防潮施設

新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業

市

街

地

開

発

事

業

等

予

定

区

域

新住宅市街地開発事業予定区域、工業団地造成事業予定区域、

新都市基盤整備事業予定区域、流通業務団地予定区域

国の機関又は都道府県が施行する面積50ha超

市街地再開発事業、

防災街区整備事業

国の機関又は都道府県が施行する面積3ha超

住宅街区整備事業
国の機関又は都道府県が施行する面積20ha超

○

土地区画整理事業

地区計画、沿道地区計画

防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、集落地区計画

地

区

計

画
等

2以上の市町村の区域にわたる面積10ha以上のもの

その他

重要港湾

その他

市

街

地

開

発

事

業

公園・緑地

空港

広場・墓園
国又は都道府県が設置する面積10ha以上のもの

汚物処理場・ゴミ焼却場
産業廃棄物処理施設

河川

水道用水供給事業
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地域住民によるまちづくりの取組や都市再生に資する民間都市開発事業者の創意工夫を都市計画に積極的に

反映させていくため、民間等が都市計画の提案をすることができます。 
提案できるのは、当該土地の所有者や特定非営利活動法人(NPO)、まちづくりの推進に関し経験と知識を有

する団体、地方公共団体の条例で定める団体等であり、都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として

整備、開発及び保全すべき土地としてふさわしい区域について、県または市町村に対し、提案の素案を添え都

市計画の決定又は変更を提案するものです。 
提案を受けた地方公共団体は、提案を基に都市計画の決定をすべきかどうか判断し、必要と認める場合は、

都市計画の決定手続きを行います。 

 

まちづくりに関する都市計画の提案制度のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市計画法＞ 

■都市計画の決定等の提案） 

［第 21 条の 2］ 

 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定

める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃

借権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下この条

において「土地所有者等」という。）は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画（都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項及び第７５条の９第１項において同じ。）の決定又は

変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。 

土地所有者、まちづくり NPO、まちづくり協議会等による提案（提案の要件） 

①一定の面積以上の一体的な区域※1 

②都市計画マスタープランなど都市計画に関する法令上の基準に適合 

③土地所有者等の 3 分の 2 以上の同意 

地方公共団体は提案に基づく都市計画の決定をするかどうかを判断する 

提案を踏まえて都市計画を決定する必要が

あると認めるとき 

提案を踏まえて都市計画を決定する必要が

ないと認めるとき 

公聴会の開催 

都市計画の案の作成 

都市計画の案の公告縦覧 

都市計画の決定 

都市計画の案及び提案を都市計画審議会へ

付議等 

都市計画の決定をせず 

※1 一定の面積とは、0.5 ヘクタール。ただし、当該都市計画区域において整備、開発又は保全に関する事業等の

現況及び将来の見通し等を勘案し、特に必要があると認められるときは、県又は市町村が、0.1 ヘクタール以上

0.5 ヘクタール未満の範囲で、条例で定めることができる。（県内では条例を定めていません） 

都市計画審議会へ提案を提出し、地方公共

団体の見解を付して、意見を聴く 

都市計画の決定をしない理由等を提案者に

通知 

都市計画の提案  3-3  
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開発許可制度は、線引き制度（2-3 参照）の目的を達成し、一定の良好な宅地水準を確保するために、都市

計画区域内における一定規模以上の開発行為等について、知事（青森市、八戸市は各市長）の許可制としたも

のです。なお、線引きのない都市計画区域（非線引き都市計画区域）、準都市計画区域、都市計画区域を定め

ていない区域においても一定規模以上の開発行為等については許可が必要となります。 
開発行為とは、建築物の建築等をするため、土地に新たな切土・盛土等を行ったり、土地の区画を道路、水

路、擁壁などで分けたりすること（土地の区画形質の変更）をいいます。 

 

◆開発許可の基準 

 市街化区域 市街化調整区域 
非線引き都市計画区域

及び準都市計画区域 
その他の区域 

開発許可

が必要と

なる規模 

開発行為の面積が

1,000 ㎡以上のもの 

すべての開発行為 

（農林漁業用の建築物を建築する

目的で行う開発行為など一定の行

為については許可不要とする除外

規定が設けられています） 

開発行為の面積が

3,000 ㎡以上のもの 

開発行為の面積が

10,000 ㎡以上のもの 

許可基準 技術基準(法第 33 条)

すべてに適合すること 

 

技術基準(法第 33 条) 

(1)用途地域等への適

合 

(2)道路･公園等 

(3)排水施設 

(4)給水施設 

(5)地区計画等 

(6)公共･公益施設 

(7)防災･安全施設 

(8)災害危険区域等※の

除外 

(9)樹木の保存､表土の

保全 

(10)緩衝帯 

(11)輸送施設 

(12)申請者の資力､信

用 

(13)工事施行者の能力 

(14)関係権利者の同意 

 

※災害危険区域等 

・災害危険区域（崖崩

れ、出水等） 

・土砂災害特別警戒区域 

・地すべり防止区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 

・特定都市河川浸水被害

対策法の浸水被害防止区

域 

技術基準(法第 33 条)すべてに適

合し､かつ､立地基準(法第 34 条)

のいずれかに該当すること 

 

立地基準(法第 34 条) 

(1)公益上必要な建築物及び日常

生活等に必要な物品の販売等を

営む店舗等 

(2)鉱物資源､観光資源等の利用上

必要な建築物 

(3)温度､湿度､空気等に特別の条

件を必要とする政令で定める事

業用施設 

(4)農林水産物の処理等を目的と

する建築物等 

(5)農林漁業等活性化基盤施設で

ある建築物 

(6)中小企業の事業共同化､活性化

に寄与する建築物 

(7)既存の工場と密接な関連を有

する建築物等 

(8)危険物の貯蔵､処理に供する建

築物等 

(8-2)市街化調整区域内の災害危

険区域等から移転する建築物 

(9)特殊な建築物(給油施設･休憩

施設等) 

(10)地区計画区域等の開発行為 

(11)市町村の条例で指定する区域

内の開発行為 

(12 市町村の条例で区域･目的･建

築物用途が定められた開発行為 

(13)既存権利者の開発行為 

(14)開発審査会の議を経た開発行

為 

 

技術基準(法第 33 条)

すべてに適合するこ

と 

技術基準(法第 33 条)

すべてに適合するこ

と 

開発許可制度  4-1  
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災害ハザードエリア等における開発抑制（開発許可の見直し 令和 4 年 4 月 1 日施行） 

   頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリア内の開発抑制、移転の促進、立地適正化計

画の強化など、安全なまちづくりのために総合的な対策を行っています。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

開発許可の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       青森県県土整備部建築住宅課建築指導グループ … 017-734-9693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1 開発許可制度 
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協議依頼 

(協議書) 

(同意書) 

申請書に添付 

有資格者 

(都市計画法第 31条) 

開発許可 

申請者 

公共施設の管理者 
(都市計画法第 32 条第 1 項) 

公共施設を管理することとなる 
(都市計画法第 32 条第 2 項) 

公共施設についての打合せは、一般に 32 条協議

といっているが、協議する窓口は多くあり、それ

ぞれ各部署と打合せが必要。 

青森市・八戸市下記以外の市町村は県 

事務処理市町村（弘前市･黒石市･五所川原市･十和田市･三沢市･むつ市･つがる市･平川市･平内町･鰺ヶ沢町･深浦町･藤崎町･大鰐町･

田舎館村･板柳町･鶴田町･中泊町･六戸町･東北町･六ヶ所村･おいらせ町･五戸町･新郷村）(令和 3 年 4 月 1 日現在) 

申請書に添付 

委任 

(設計書作成) 

開発許可申請書 

願出 

お問い合わせ 

災害危険区域等 

(災害レッドゾーン) 

浸水ハザードエリア等 

市街化区域 

市街化調整区域 

非線引き都市計画区域 

市街化調整区域 

区    域 対   応 

開発許可を原則禁止 

※自己居住用の住宅を除く 

開発許可の厳格化 

※安全上及び避難上の対策を許可の条件とする 

・浸水ハザードエリア等：水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア 
・災害レッドゾーン内での住宅等の開発※について、勧告に従わない場合は公表することが可能 

 ※開発許可の対象とならない小規模（3 戸以上又は 1,000 ㎡以上）な住宅等の開発で開発許可の対象とならないもの。 

42
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都市計画の目的にそってこれを実現する手段として、市街地における建築行為を土地利用のあり方（用途、

密度、形態等）の基準に合わせるようにする規制措置を建築基準法で定め、建築工事の着手前、工事中と完了

後に建築主事等が建築物又はその計画の適法性を確認する制度です。 
ある一個の建築物に着目して、その構造等に制限を加え、建築物を地震、火災等から守り、その建築物を利

用している人々の生命、健康及び財産を守る規定（単体規定）と、建築物が集団で存している都市の機能確保

や市街地環境の確保を図る規定（集団規定）などがあります。 

集団規定の内容…①敷地などと道路との関係（接道義務） 
②建築物の用途に関する制限 
③建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（容積率） 
④建築物の建築面積の敷地面積に対する割合（建ぺい率） 
⑤建築物の高さに関する制限 

建 築 主 事…建築物の着手前、工事中と完了後に、建築物又はその計画が建築基準法その他の関係法令

に適合しているかを確認する者です。青森市、弘前布、八戸市、左記以外の市町村は各地

域県民局で確認を受けることができます。 

※建築確認・検査業務は、建築基準法の改正に伴い、平成 12 年 6 月 1 日より建築主事の他に指定確認検査機関（株式

会社建築住宅センター、有限会社アーバン建築確認検査機関等）においても行うことができるようになりました。 

 

    青森県県土整備部建築住宅課建築指導グループ … 017‐734‐9693 

 

 

 

＜建築協定制度＞ 

建築基準法は全国的に守られるべき必要最低限の基準を定めたものです。住宅地としての良好な環境や商店街として

の利便をより高度に維持、増進することなど、小規模な地区の持っている特色を活かしたきめ細かな規制を行うため

に、地域住民の合意により、法の一般的基準を超えた基準を定めるために建築協定制度があります。 

建築協定 ：建築物の利用を増進し、土地の環境を改善する必要がある場合、市町村の条例で定めた当該市町村の区域の一部におい

て、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者が、その全員の合意によって、法令や条例

の定める建築物等に関する基準よりも高度の基準を定め、特定行政庁の認可等を経ることにより、一定の効力を持ち、

当事者の協定の安定性・永続性を保証するものです。 

特定行政庁 ：建築主事を置く市町村の区域については、当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を 

いいます。青森市長、弘前市長、八戸市長、青森県知事が特定行政庁です。 

 

  

豆知識 
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◆用途地域の形態制限 

※1 都市計画で定めた数値 ※2 特定行政庁が定めた数値 ※3 地方公共団体の条例で定めた制限内容   

 

 

 

 

 

 

 

●建築物の形態に関する制限 
用途地域内では、建物の用途(使用目的)を制限するとと

もに、その形態(家の建て方)に対しても制限を設けます。

主なものとしては、建ぺい率、容積率があり、他に高さ制

限、壁面後退距離などがあります。 

■建ぺい率・容積率の制限〈敷地面積 100 ㎡の場合〉下の図参照 

 ・建ぺい率 50％のとき 

  建築面積は 100 ㎡×50%＝50 ㎡まで建てることができます。 

 ・容積率 100％のとき 

容積面積は 100 ㎡×100%＝100 ㎡まで建てることができます。 

 

 

 

 

 

 

●高さの制限 
 建築物の高さの制限については、道路斜線制限、隣地斜

線制限、北側斜線制限及び絶対高さ制限(第一種､第二種低

層住居専用地域)などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※道路斜線制限及び隣地斜線制限において、境界線から後退した建物については緩和規定あり。 

※斜線制限により確保される、採光、通風等と同等以上の採光、通風等が確保されるものとして政令で定

める基準に適合する建物については、各斜線制限は適用されない。 

敷地面積 

100 ㎡ 
建築面積 

50 ㎡まで 

建ぺい率(50%) 

敷地面積 

100 ㎡ 

容積率(100%) 

2F 

50 ㎡ 

1F 

50 ㎡ 

床面積 

合計 

100 ㎡まで 

1.25 

又は 1.5 

1 

建築基準法別表

第 3(は)欄の数値 

建物の建

てられる

範囲 

道路境界線 

(道路斜線制限) 

道路 

5m 

又は

10m 

1 

1.25 

又は 2.5 

建物の建

てられる

範囲 

隣地境界線 

(隣地斜線制限) 

20m 

又は

31m 

建物の建

てられる

範囲 

1 

1.25 

隣地境界線 

(北側斜線制限) 

第一種､第二低

層住居専用地

域においては

10m 又は 12m

のうち都市計

画において定

められた高さ 

真北方向 

(第一種､二種低層住居専用) 

(第一種､二種中高層住居専用) ＞地域のみ適用 

4-2 建築確認制度 

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居
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①景観法（平成 16 年法律第 110 号）の概要（平成 17 年 6 月 1 日全面施行） 

●景観法の目的 

景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画その他の施策を総合的

に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のあ

る地域社会の実現を図ることを目的としています。 
 

●景観法の仕組み～景観行政団体と景観計画～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村が景観行政の 

担い手となるような仕組み 

景 観 行 政 団 体 

景観行政団体が景観法に基づき定める 

｢良好な景観の形成に関する計画｣ 

景 観 計 画 

〇都道府県、政令指定都市、中核市

は自動的に景観行政団体となる。 

〇その他の市町村は、都道府県との

協議により景観行政団体となる。 

現在､青森市､弘前市､八戸市､黒石市､むつ市、つがる市､外ヶ

浜町､七戸町、佐井村及び県が景観行政団体となっています。 

・景観計画区域 

・良好な景観に関する方針 

・良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 

・景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

・屋外広告物の表示等の行為の制限に関する事項 

・道路､河川､都市公園､港湾など景観重要公共施設の

整備に関する事項 

・景観重要公共施設の占用許可等の基準で､良好な景

観の形成に必要なもの 

景観計画に定める主な事項 

景観に配慮したまちづくり  5-1  
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②青森県景観条例（平成 8 年 3 月青森県条例第 2 号） 

青森県は、四季が表情豊かに移りゆき、緑豊かな山脈（やまなみ）、清らかな水のあふれる川や湖、変化に

富んだ海岸線などの美しい自然の景観を有しています。また、遠い縁（えにし）の優れた歴史的・文化的遺

産、独特な田園や町並みなど、先人がたゆまぬ努力によって、受け継いできた景観にも恵まれています。 
次の世代に誇りを持って、このすばらしい県土を引き継ぐためには、今に生きる私たち一人一人が、青森の

景観の良さを見つめ直し、これを守り、また、利便性や開発との調和を図りながら、新たに優れた景観を創り

上げていくよう努力していくことが大切です。 
このような考え方のもと、県民が心を合わせ、青森らしい、優れた景観を守り、育て、創り上げていくた

め、平成 8 年に青森県景観条例が制定されました。 

 

●基本目標 

「青森県景観形成基本方針」では、次に掲げる基本目標を定めています。 
1.青森らしさ、地域らしさを生かした景観の形成 
2.快適で活力に満ちた景観の形成 
3.人にやさしい景観の形成 

 

●景観形成に関する施策 

県民にゆとりと潤いをもたらす優れた環境を有する国土の実現を図るため、様々な取組を行っています。 
■景観の日 

県民及び事業者の間に広く県土の景観形成についての関心と理解を深めるとともに、積極的に県土の景観

形成に関する活動を行う意欲を高めるため、6 月 1 日を景観の日として定めています。 
■大規模行為届出制度 

大規模な建築物の建築などの行為は周囲の景観に大きな影響を与えるため、これらの行為に関する景観形

成の基準（大規模行為景観形成基準）を定めています。 
一定の規模を超える行為について事前届出制とし、この基準に適合しているか審査し、必要な場合には指

導を行います。 
■公共事業における景観形成 

県などが行う道路、橋、学校や官庁などをつくる公共事業は、景観に大きな影響を与えるため、これらの

公共事業についての景観形成の基準（公共事業景観形成基準）を定めています。 
■援助及び啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと眺望点 

景観アドバイザー 

景観フォーラムポスター ふるさと眺望点/弘前市(大森勝山遺跡) ふるさと眺望点/鶴田町(富士見湖) 
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一般県民、事業者、市町村等への重点的な普及啓発を図るため、「景観フォーラ

ム」を開催しています。また、積極的な景観形成に関する活動を推奨するため、

「ふるさとあおもり景観賞」の表彰を行っています。 

景観の日を中心 

とする普及啓発 

建築、土木デザイン、緑化、色彩などの専門家を派遣して、県民、事業者の皆さん

や市町村の景観づくりを支援しています。現在、アドバイザーは 7 名です。 

県土の優れた景観を眺望できる地点をふるさと眺望点として指定し、県民に広く利

用されるよう紹介しています。 
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③青森県屋外広告物条例 

 

●屋外広告物規制の意義 

まちに出ると、はり紙やはり札のよう簡易なものから、広告塔、ネオンサインのようなものまで、様々な屋

外広告物に出会います。 
これらの屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供してくれたり、まちを活気づけてくれたりしますが、管

理が適正に行われないと景観を損ねたり、落下や倒壊などによる安全上の問題が生じることがあります。 
このため県では、屋外広告物法に基づく「青森県屋外広告物条例」により、屋外広告物の表示や設置につい

て必要な規制を行い、 安全で潤いのある暮らしやすいまちづくりに努めています。 
 

 

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、広告板、広告塔、立看板、のぼり

旗、アドバルーンなどをいいます。 

 

 

●規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●屋外広告物の登録 

県内で（青森市及び八戸市の区域を除く）屋外広告物業を営もうとする場合は、県内に営業所があるかどう

かにかかわらず、県に登録をしなければなりません。この場合、営業所ごとに、業務主任者を置くことが義務

付けられています。 
なお、青森市内又は八戸市内で営業を行う場合には、青森市又は八戸市への登録が必要です。 

屋外広告物とは… 
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禁 止 

物 件 

良好な景観の形成又は風致の維持の観点から、橋、トンネル、街路樹、信号機、郵便ポ

スト、送電塔、ガスタンクなどの物件には、地域に関係なく、原則として屋外広告物の表

示等ができません。 

許 可 

地 域 

良好な景観の形成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止の観点から、禁止地域を除

く指定された幹線道路の区間や都市計画区域などでは、屋外広告物の表示等に際し、知事

の許可を得ることが必要です。 

適 用 

除 外 

公職選挙法による選挙運動のための屋外広告物や、公共性の高い屋外広告物、自家用の

屋外広告物など経済活動や社会生活上最低限必要な屋外広告物などについては、禁止地

域・物件、許可地域の規定の適用が除外されることがあります。 

違 反 に

対 す る

措 置 

条例に違反して屋外広告物が表示等された場合は、広告主や設置者に対して、それを是

正するため必要な措置を命ずることができます。また、はり紙や立看板などの簡易な広告

物で、一定の要件を満たす場合は、除却措置を行うことがあります。 

禁 止 

地 域 

良好な景観又は風致を維持する必要性が高い地域・場所などで国定公園・自然公園、主

要な道路や鉄道の沿道・沿線、公共施設などでは、原則として屋外広告物の表示等ができ

ません。 第
５
章
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●許可の申請 

屋外広告物の表示等の許可を得るには、表示等をしようとする地域の市町村に申請しなければなりません。

屋外広告物の種類等により、許可をするための基準が定められており、図解すると下図のとおりとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観に配慮した取組の効果 

景観は、屋外広告物をはじめとして、様々な要素から構成されています。景観全体に与える影響の大きい屋

外広告物の表示等の制限を中心に電柱の地中化や建築物の形態意匠の誘導など、景観に配慮した総合的な取組

を行うことで、良好な景観を形成することが出来ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■青森県 県土整備部 都市計画課 都市計画・景観グループ 017-734-9681(景観･屋外広告物共通) 

■各市町村景観担当課（景観） 

■各市町村屋外広告物担当課（屋外広告物） 

 

青森空港正面玄関前の屋外広告物 良好な景観を形成するために撤去指導を実施 

景観・屋外広告物

のお問い合わせ 

AFTER BEFORE 
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※( )内は特定地域の数値。 

※これらは代表的な規制内容です。

この他の規制や許可不要のものも

ありますので、詳細は市町村に相

談してください。 

広告板・広告塔 アーチ 壁面利用広告 

そで看板 屋上広告物 横断幕 

 

下げ看板 垂れ幕 

1 面 30(15)㎡以下 
1 面 30(15)㎡以下 

(10m 以下) 

青森市の例（青森空港正面） 
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◎あおもりまち育て人 

県民に都市計画に関する知識を習得してもらうとともに、都市計画行政に参画し、将来の地域のまちづくり

を担う人材として「あおもりまち育て人」の育成を平成 18 年度より行っています。平成 19 年度までに 35 名

の方を任命しました。また、平成 21 年度～平成 23 年度には弘前大学教育学部北原副学部長（当時）を講師と

した「あおもりまち育て人勉強会」を開催し、43 名の方を任命しました。 
開催した取り組み状況は下記のとおりです。 

 

取り組み状況 

①黒石市（平成 21 年度） 

黒石市都市計画マスタープラン策定に向けて、地区の特性を活かした地域住民参加によるワークショップに

参加している 24 名を対象に、ワークショップとタイアップした「あおもりまち育て人勉強会」を開催し 7 名

を任命しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

②藤崎町（平成 22 年度） 

藤崎町まちづくり町民会議に参加した 19 名を対象に、「あおもりまち育て人勉強会」を開催し、15 名を任

命しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③十和田市（平成 22 年度） 

十和田市民を対象に、「あおもりまち育て人勉強会」を開催し、12 名を任命しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民協働・啓発  5-2  

5-2 県民協働・啓発 
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④五所川原市（平成 23 年度） 

五所川原市民を対象に、「あおもりまち育て人勉強会」を開催し、9 名を任命しました。 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◎あおもりまち育てブック作成（平成 22 年度） 

子ども達にもわかるようにまちづくりの仕組みを解説し、「まち育て」の楽しさを共有できる「あおもりま

ち育てブック」を作成しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎黒石街なか《通り再生》プログラム勉強会（平成 23 年度） 

商店街を再生するための手法として「メインストリートプログラム」があります。このプログラムは、 
1970 年代からアメリカで行われており、約 2,000 ストリートで実施しそのうち約 8 割のストリート組織が歴

史再生を根底においた活動を継続しています。アメリカで行われる手法を活用し、黒石版「街なか《通り再

生》プログラム」を開催し、地域の人々が思い描く「目指す街の姿」や組織立ち上げの準備等についての勉強

会を実施しました。 
勉強会は、弘前大学教育学部北原副学部長（当時）と社団法人日本メインストリートセンター内藤副会長を

コーディネーターとしています。 
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◎あおもりまち育て人連絡会 

任命したまち育て人のまちづくり活動状況、まち育て人同士に意見交換・先進事例の講義・行政からの情報

提供等についての連絡会を開催しています。また、平成 24 年度からは連絡会開催に代えて、まち育て人・景

観人の方々に対し、県の取り組みや国からのまちづくり等に関する情報などを提供する「まち育て人・景観人

通信」を作成し送付しています。 
 

 

開催状況 

■まち育て人講座（講師：弘前大学教育学部北原副学部長（当時）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まち育てスキルアップ研修（講師：県都市計画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まちづくり事例紹介「こみせ通り（松の湯）」とこみせ視察 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■意見交換会 
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◎むつ市「中学生まちなかワークショップ」（平成 21 年度） 

若い世代の人々にまちづくりの意識や仕組み、参加の必要性を学び、まちづくりを身近に体験してもらうこ

とで、地域に誇りと愛着を持ち、未来のまちづくりに欠かせない若き担い手として、必要な視点や考え方を養

うために「中学生まちなかワークショップ」をむつ市で開催しました。 
 

参加校：田名部中学校・むつ中学校・大平中学校·大湊中学校 

講師：弘前大学教育学部北原副学部長（当時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりについて説明しています まち歩きの打合せをしています 

気になる写真を撮っています 

資源マップを作製しています 

発表会のようす 

 

 

 

 

どこが 
いいかな？ 

これは 
何だろう？ 

気になる場所が 
たくさんあります 

上手く発表が

できました 
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◎景観学習教室 

これからの青森県を担う子どもたちの景観に対する関心と良好な景観形成への意識を育むことを目的に、景

観アドバイザーなど景観の専門家を講師として小学校へ派遣し、3 年生から 6 年生の児童を対象に景観に対す

る授業を行う景観学習教室を平成 14 年度から実施しています。現在では延べ 167 校児童 6,518 名が参加して

います。 
 

令和３年度実施校 

南部町剣吉小学校(講師: 月館敏栄氏) 

 

■教室の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちからの感想 

・自然の景色は、自然の力だけではみんなの撮った写真のように美しくはならない。自然のために人が

努力することも大切である。 
・剣吉の歴史の事も考えながら生活していきたいです。 
・わたしは、きれいな夕日を感動できるような大人になりたいです。 
・「気づく」「感動」という言葉を大切にしたい。 

 

見え方の不思議について説明しています 

自分が気になる写真をグルー

プ内で発表しています 

 

 

自分が気になる写真をクラスの

みんなに発表しています 

剣吉の街並みを表現しています 

こんなところに

祠があるよ！ 

神社にはどんな 
ものがあるかな？ 

5-2 県民協働・啓発 

第
５
章 

ま
ち
を
育
て
る 

第
５
章
　
ま
ち
を
育
て
る

53



 
54 

◎子ども景観探偵団フォーラム（平成 25 年度） 

心の醸成期にある子どもたちに対して、ふるさとに愛着と誇りを感じられる場を提供し、これからの青森県

を担う人材を育成することを目的として、県内からモデル校 4 校を選出し県景観アドバイザーを講師とした出

前授業を 3 回程度実施した後、全校が一同に会するフォーラムを実施しました。 
 

参加校 

黒石市黒石東小学校(講師: 北原啓司氏)、 鰺ヶ沢町西海小学校(講師:沼田実氏)、 

五所川原市市浦小学校(講師: 河村信治氏)、平川市松崎小学校(講師:月館敏栄氏)  

 

■黒石東小学校の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の北原先生よ

り、景観について授

業が行われました。 

学校周辺を観察し、

見つけた景観を写真

に撮りました。 

まち歩きで見つけた

景観をグループごと

にまとめ発表しまし

た。 

景観に関する授業 

ま ち 歩 き 

まち歩きのまとめ 
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■西海小学校の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の沼田先生よ

り、景観について授

業が行われました。 

学校周辺を観察し、

見つけた景観を写真

に撮りました。 

まち歩きで見つけた

景観をグループごと

にまとめ発表しまし

た。 

まち歩きで見つけた

景観をカルタにしま

した。 

景観に関する授業 

ま ち 歩 き 

まち歩きのまとめ 

5-2 県民協働・啓発 

第
５
章 

ま
ち
を
育
て
る 

第
５
章
　
ま
ち
を
育
て
る

55



 
56 

■市浦小学校の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の河村先生よ

り、景観について授

業が行われました。 

学校周辺を観察し、

見つけた景観を写真

に撮りました。 

まち歩きで見つけた

景観をグループごと

にまとめ発表しまし

た。 

景観に関する授業 

ま ち 歩 き 

まち歩きのまとめ 
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■松崎小学校の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の月舘先生よ

り、景観について授

業が行われました。 

学校周辺を観察し、

見つけた景観を写真

に撮りました。 

授業参観でまとめ作

業を行いました。 

景観に関する授業 

ま ち 歩 き 

まち歩きのまとめ 
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■フォーラム【平成 25 年 1 1 月 6 目】 

 

各学校で行った授業の総まとめとして発表を行う子ども探偵団フォーラムを開催しました。 

 

 

 

知事が挨拶してくれました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
元気に発表してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学校で作成した景観マップも展示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムのようす 

景観マップ 
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青森県の都市計画窓口 
担当課名 電話番号 FAX 番号 

都市計画課 017-734-9681 017-734-8196 

 

市町村の都市計画窓口 

市町村名 担当課名 電話番号 FAX 番号 

青森市 都市政策課 017-752-7977 017-752-9011 

弘前市 都市計画課 0172-35-1134 0172-35-3765 

八戸市 都市政策課 0178-43-9420 0178-41-2302 

黒石市 都市建築課 0172-52-2111 0172-52-4990 

五所川原市 都市・交通課 0173-35-2111 0173-35-3617 

十和田市 都市整備建築課 0176-51-6735 0176-21-3533 

三沢市 都市整備課 0176-53-5111 0176-53-9900 

むつ市 都市計画課 0175-22-1111 0175-22-9718 

つがる市 建築住宅課 0173-42-2648 0173-42-9522 

平川市 建設課 0172-44-1111 0172-43-5005 

平内町 地域整備課 017-755-2116 017-755-5845 

外ヶ浜町 建設課 0174-31-1226 0174-31-1216 

鰺ヶ沢町 建設管財課 0173-72-2111 0173-72-2374 

藤崎町 建設課 0172-88-8285 0172-75-2515 

大鰐町 建設課 0172-55-6594 0172-47-5000 

田舎館村 建設課 0172-58-2111 0172-58-4751 

板柳町 地域整備課 0172-73-2111 0172-73-2120 

鶴田町 建設整備課 0173-22-2111 0173-22-6007 

野辺地町 建設水道課 0175-64-2111 0175-64-7510 

七戸町 建設課 0176-62-6244 0176-62-6245 

六戸町 企画財政課 0176-55-4583 0176-55-3112 

東北町 企画課 0176-56-3111 0176-56-3110 

六ヶ所村 政策推進課 0175-72-8136 0175-72-2743 

おいらせ町 地域整備課 0178-56-4702 0178-56-4264 

三戸町 建設課 0179-20-1154 0179-20-1112 

五戸町 都市計画課 0178-62-7962 0178-62-2215 

南部町 建設課 0178-38-5966 0178-38-5976 

階上町 建設課 0178-88-2120 0178-88-2117 

※令和 3 年 10 月 1 日現在の内容です。以後、変更がある場合があります。 

 

 

 

青森県の都市計画 
 

平成 13 年 03 月 30 日       初版発行 

平成 13 年 05 月 23 日 改訂第 2 版発行 

平成 14 年 01 月 26 日 改訂第 3 版発行 

平成 15 年 04 月 01 日 改訂第 4 版発行 

平成 17 年 11 月 01 日 改定第 5 版発行 

平成 20 年 08 月 30 日 改訂第 6 版発行 

平成 26 年 03 月 11 日 改訂第 7 版発行 

令和 04 年 03 月 11 日 改訂第 8 版発行 

■編集・発行 青森県県土整備部都市計画課 
〒030-8570 青森市長島 1 丁目 1 番 l 号 TEL: 017-734-9681 FAX: 017-734-8196 

 ホームページ：https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/toshikei/index.html 



 

青森県のシンボル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県旗「県章」 
青森県の地形を図案化したも

のです。白地は無限に広がる宇宙

世界を、県章の深緑色は躍進発展

してやまない希望と未来を表し

ています。 

（昭和 36 年制定） 

県の花「りんごの花」 
全国第 1位の生産量を

誇る果実とともにりん

ごの花は、県民生活と切

り離せないものとなっ

ています。 

（昭和 46 年制定） 

県民鳥「ハクチョウ」 
白鳥は、北国に冬を告

げる代表的な鳥として、

県民に親しまれていま

す。 

（昭和 39 年制定） 

県の木「ヒバ」 
県名の『青森』という

名もヒバの「青々とした

森がつらなっていると

ころ」からとったものと

されています。 

（昭和 41 年制定） 

県の魚「ひらめ」 
本県ではつくり育て

る漁業を進めています

が、 ひらめはそれを代

表する魚です。 

（昭和 62 年制定） 

青森県のシンボル



景観の日

張山田鶴子　画

６ 月 １ 日 を 景 観 の 日 と 定 め て い ま す

この機会にふるさと青森の景観について考えてみませんか

青
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